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（令和８年６月定例会 一般質問） 

 

 

〇議長   皆さんに申し上げます。一般質問については、「金山町議会運営に関 

する一般質問における申し合わせ事項」に基づき、「一問一答方式」に 

より行います。質問者一人に対して、質問、答弁を含め５０分以内と 

し、質問の回数に制限はいたしません。質問者は通告要旨に基づいて質 

問してください。従って通告要旨にないものは質問できません。答弁者 

は、質問された具体的な事項にだけ簡潔、明瞭に、答弁漏れのないよう 

に答弁してください。 

    順次、質問を許します。 

 

 

 

（１番目、７番議員、栗城康太郎議員） 

  

◯７番  傍聴席の皆様、おはようございます。朝早くから傍聴ありがとうご 

ざいます。 

     私からは大きく２つ通告しておきましたので、通告書に従い質問を 

させていただきます。 

     まず大きな１番目、消防団員の確保と地域防災力の維持についてで 

あります。今年度、当町では既に３件の火災が発生し、特に４月２４ 

日に水沼地区において発生した火災では、住宅に２棟が全焼するな 

ど、大きな被害が発生しました。被災された方々には心よりお見舞い 

を申し上げます。消火活動にあたっては、全分団が招集されました 

が、町の消防団員数は年々減少傾向にあり、平日の日中はほとんどの 

団員が仕事で地元に不在となっているなど、人口減少と高齢化が進行 

する中、地域防災力の低下が懸念される事態ともなっております。 

     総務省消防庁は、「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関 

する法律」や「消防団員の確保に向けたマニュアル」などにより、消 

防団員の確保、多様な人材の参画促進、企業・団体との連携強化、消 

防団員の負担軽減と活動環境の改善など全国的な方策を示しています 

が、当町においても、地域の充実に即した消防団員確保策と持続可能 

な消防団体制の構築は喫緊の課題であり、以下の３点について町長の 

見解を伺います。 

      １、当町の消防団員の将来の見通しについてであります。今後の人口 

動態や過疎化の進行を踏まえ、必要団員数の見通しをどのように試算 

し、何年後にどの程度の団員を確保することを目標としているのか伺 

います。 

      ２、消防団員確保策と処遇改善について。①団員確保が困難となって 

いる実態や課題をどのように把握しておられますか。②団員確保のた 

めには、報酬、出動手当、退職報奨金等の処遇や、装備・車両の整備 
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が重要とされていますが、改善すべき点をどのように認識しておられ 

ますか。③団員確保のためには、実情に応じて訓練回数や時間帯、活 

動内容の見直しなどにより、高齢団員や被雇用者団員も参加しやすい 

体制とすることが有効とされていますが、活動負担の軽減や柔軟な運 

営に向けた見直しをどのように検討しておられますか。 

     ３、多様な人材の参画促進と機能別団員等の活用についてでありま 

す。①当町における機能別団員等の導入、運用状況とその評価について 

お伺いいたします。②女性、若者、子育て世代、移住者等の多様な人材 

が参加しやすくなるよう、役割分担の工夫や装備・活動場所の配慮など 

の環境整備について、現状と今後の取り組み方針をお伺いいたします。 

③移住相談、定住促進施策等と連携し、消防団への参加を地域づくりの 

一貫として位置づけることも有効と考えますが、そのような横断的な取 

り組みを行っているか、また今後の方針をお伺いいたします。 

   大きな２番目であります。マイクロバス運転の安全管理体制についてで 

あります。本年５月６日、磐越自動車道において、部活動遠征中の高校 

生を乗せたマイクロバスが事故を起こし、生徒一名が死亡し多くの負傷 

者が出る痛ましい事故が発生しました。この事故では、レンタカーのマ 

イクロバスの使用、運転手の選任や契約のあり方、安全確認の体制な 

ど、多くの問題点が指摘されており、全国で、部活動遠征や学校行事に 

おける移動の安全管理のあり方が問われ、国においても文部科学省と国 

土交通省が安全対策の検討を進めているところでありますが、当町にお 

けるマイクロバス運転の安全管理体制についてお伺いいたします。 

   １、本町内の学校及び社会教育関係団体が、部活動や各種行事でマイク 

ロバス等を利用する実態をどのように把握されておられますか。 

   ２、教職員・指導者等が自ら運転するマイクロバス利用を認めているの 

か。認めている場合、その基準と安全管理の方法をお示しください。 

   ３、レンタカーを含むマイクロバス利用時の運転者の資格、経験、健康 

状態の確認ならびに高速道路走行や長距離移動時の運行計画に関して、 

現行のガイドラインや指針があればお示しください。また、今回の事故 

を踏まえた見直しの考えがあるのかどうかお伺いいたします。以上、よ 

ろしくお願いいたします。 

◯議長   はい、答弁、町長。 

◯町長   栗城議員の質問にお答えいたします。初めに、消防団員の将来の見 

通しでございます。金山町総合計画にもあるように、人口減少と高齢化 

は今後も一定期間続くものと推計されます。現在、消防団員の条例定数 

は基本団員が２５０名、機能別団員が１００名で３５０名となっており 

ますが、令和８年４月１日現在における基本団員数は１３６名、機能別 

団員数は８９名で、合計２２５名の団員が消防団に所属しております。 

団員の充足率は約６４％となっているところでございます。今後５年程 

度はこの団員数で推移するものと思われ、現状を維持していくことが当 

面の目標となります。 

    次に、消防団員確保策と処遇改善についての質問でございますが、当 
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町の若い世代における消防団員加入率は非常に高いものがあります。そ 

の要因として、団員の確保については、在住の方に対して、各班が直接 

声掛けなどをして勧誘を行っていること、消防団長を筆頭に町内の事業 

所を訪問し、消防団への加入を積極的にお願いしていることなど、団と 

して加入促進を図っていることが挙げられます。また、基本団員退団後 

も、機能別団員として再入団してもらえるよう、各班に働きかけをお願 

いしております。しかしながら、人口減少と高齢化が著しく進行してお 

り、現状の消防団員数を将来にわたって維持することは極めて厳しい状 

況であり、消防団に加入してもらうにも、人がいないことが一番の問題 

であります。従って、少ない団員で地域防災力をどう維持していくかが 

最大の課題となっております。町といたしましても、今後、団員の確保 

に向けて、消防団とともに努めていくとともに、各地区ごとの団員数の 

偏りを補完するような体制作りや広域消防との連携についても、消防団 

と協議しながら、地域防災力の充実・強化に努めてまいります。 

    ２点目の処遇の改善についてですが、消防団員の報酬、出動手当につ 

いては、消防庁が定める国の基準を基本として、金山町消防団設置等に 

関する条例に基づいて支給されており、令和４年に報酬、出動手当の見 

直しを行いました。消防団員の退職報奨金制度については、法律に基づ 

いて支給されます。報酬等の支給については、国の基準や法律に基づ 

き、引き続き適切に対応してまいります。また、装備につきましても、 

団員の安全確保と負担軽減の観点から、老朽化した消防設備の計画的な 

更新や、より取り扱いやすい資機材等の導入を順次進めていく必要があ 

ると認識しております。 

    ３点目の活動負担の軽減や柔軟な運営に向けた見直しについてです 

が、町は令和７年度より、これまで年２回実施していた消防検閲式を春 

のみとし、秋には防災訓練を実施することで、地域防災力の強化を図っ 

ております。また、検閲時に実施していた特別教練については、平日の 

夜間に、事前の練習のため、消防団員の皆様に集まってもらっていたと 

ころですが、特別教練そのものをなくしております。また、春と秋に実 

施している防火広報についても現地にて解散するなど、消防団員の負担 

の軽減を図っております。その他、新規団員の確保の妨げになっていた 

消防ポンプ操法のあり方についても見直しを行い、両沼予選会について 

各町村輪番制を取り入れることに決定しております。今後も消防力を維 

持しながら、負担の軽減と団員の確保に努めて参ります。 

    次に、多様な人材の参画促進と機能別団員等の活用についてでありま 

す。１点目、機能別団員についてですが、平日の日中などは基本団員の 

多くが勤務等により地区内や町内に不在であることから、消防団員、広 

域消防職員経験者を対象に、平成２５年１０月から機能別団員制度を導 

入いたしました。機能別団員は、所属班の区域における初期消火、行方 

不明者の捜索、災害時の安否確認や避難誘導などを目的に活動をしてお 

ります。また、団員の少ない班では施設点検を協力いただいている場合 

もあります。機能別団員の皆様には防災活動において、基本団員ととも 
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に重要な役割を果たしていると評価をしております。２点目の多様な人 

材の参加についてですが、女性につきましては、婦人消防クラブに所属 

しており、初期消火活動や予防啓発、救命講習、後方支援など、多様な 

役割を担っていただいております。また、若者、子育て世代、移住者等 

については、消防団に加入してもらうことにより、基本団員として、他 

の団員と同様に、消火活動や捜索等に尽力していただいております。こ 

れらのことについては、今後も継続的に取り組んでまいりたいと考えて 

おります。３点目の移住相談、定住施策との連携につきましては、議員 

ご提案の通り、消防団員の参加を地域との繋がりを深める重要な機会と 

して位置づけることは有効であると考えておりますが、それが強制であ 

ってはならない、町を離れる原因となってはならないと思っておりま 

す。移住相談があった際は、移住者に対する事前の情報提供を実施し、 

町とのマッチングに努めているところであります。 

    次に、マイクロバスの運転の安全管理体制についてであります。初め 

に、本年５月に、磐越自動車道において発生した部活動の遠征中の高校 

生を乗せたマイクロバスの事故につきましては、お亡くなりになられた 

生徒のご冥福をお祈りいたします。負傷された皆様、早期の回復を心よ 

りお祈り申し上げ、本町にとっても非常に重大な事故であると極めて重 

く受けとめております。 

    それでは質問の回答をさせていただきます。まず、学校や社会教育団 

体におけるマイクロバス等の利用実態についてです。義務教育現場での 

利用実態については、学校から教育委員会に事前に申請することになっ 

ておりますので、全て把握しております。また、社会教育団体における 

利用実態についても教育委員会主催の事業や各公民館主催の事業におい 

て、計画立案自体を主催しておりますので、全て把握しております。次 

に、教職員や指導者等が自ら運転するマイクロバスの利用を認めている 

かということでありますが、今までそういったケースはありませんでし 

た。今般の事故を踏まえ、教育委員会に対し、教育現場からそのような 

打診があった場合には認めないこととしております。 

    次に、ガイドラインや指針の有無と見直しについてです。町にはレン 

タカーを含むマイクロバス利用時の運行に関するガイドラインなどはあ 

りません。公用車の運行管理に関する指針の規定があり、公用車に関し 

ては、この方針に基づき運行管理をしている状況であります。運行記録 

簿の記載や運転免許証の確認、健康状態、アルコールチェック等につい 

てはその都度しっかりと実施しているところであります。この方針その 

ものの見直しや新たなガイドライン等の策定については、今回の事故を 

踏まえた国・県や他の地方公共団体の動向に注視しながら適切に対応し 

てまいります。以上です。 

◯議長 はい、栗城康太郎君。 

◯７番 では、順次質問をさせていただきます。まず消防団員の将来の見通し 

についてでありますが、今答弁いただいた中では今後５年程度、この現 

状のですね、団員数で推移するということで、現状を維持していくこと 
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が当面の目標となるというようなご答弁をいただきました。消防団員数 

の推移と充足率については、先ほど私達議員が行った勉強会のときの資 

料、いただいた資料によりますと、令和８年度については、通常団員、 

機能別団員合わせて６４．２９％の充足率になっております。通常団 

員、定員２００名に対して１３６名、機能別団員が１５０名に対して８ 

９名という実数になっております。いただいた資料では、４月１日現在 

で８９名となっております。機能別団員の定数は１５０となってます 

が、いただいた資料では。令和４年から令和３年までは機能別団員１０ 

０名であったのが、令和４年度から、機能別団員の定数１５０名となっ 

ておりますが、これが間違っているということでしょうか。 

◯議長 はい、答弁、総務課長。 

◯総務課長 はい、確認のため、答弁いたします。消防団員の定数に関しては、金 

山町消防団設置等に関する条例というものに規定されております。現在 

機能別団員数の定数は１５０名というふうになっております。以上で 

す。 

◯議長 はい、栗城康太郎君。 

◯７番 まあ１５０名ということで、それに対して８９名となっております。 

当面この現状を維持していくということですが、であればですね、この 

通常団員とか、機能別団員の定数、この定数をですね、決めた根拠って 

いうのはどういうところからきてるんでしょうか。必要とされる団員数 

の見通しっていうのは、やはり人口減少や高齢化の進行を踏まえると、 

極めて重要な数値になると思います。で、その定数を定めているにもか 

かわらず現状維持が目標だということは、この定数自体が無意味なもの 

になってくるのではないかと思いますが、その現状の条例定数や実数を 

前提とした場合ですね、そのどこをもってその根拠としてこの定数が定 

められているのか、お聞きしたいと思います。 

◯議長 はい、答弁、総務課長。 

◯総務課長 はい、７番議員のご質問にお答えいたします。機能別団員は現在１５ 

０名とお答えしたわけなんですが、以前は１００名であったわけでござ 

います。少子高齢化が進みまして、当町の若者世代といいますか、若い 

世代の数も現実的には減少してきている状態でございます。基本的には 

消防団の活躍、活動に関しては、それなりの消化活動に対する人数とい 

うのは必要なものです。現実的には消防団を経験した人、そういった方 

がある程度の年齢になられて、基本団員結構活動する状態が非常に多い 

を基本団員をやめるときも、継続して基本団員の方に加わっていただ 

く、そういった方針のもとで動いている次第であります。そうした場 

合、改定する前ですと、割と機能別団員の人数、そちらの方の条例定数 

のギリギリの状態ではあったので、実際に若い世代から、それなりに年 

齢の高い団員にシフトする際に、その機能別団員の数を増やす、そうい 

った対応をした次第であります。当町、非常に町内の面積が広大でし 

て、その中で三つの分団、そちらの方でカバーするような体制をとらな 

くちゃならないような現実がありまして、例えば、近隣の三島とか昭和 
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村よりも条例定数は多くしているというような状態でございます。 

◯議長 はい、答弁、町長。 

◯町長 初めに、私１回目の答弁で、機能別団員１００名と申し上げました 

が、これ間違いでございますので、１５０名に訂正させていただきたい 

と思います。それから消防団員の定数の決め方でございますが、最終定 

数決めた場合には、その当時の消防団員数、それから人口規模、こうい 

った部分においてなるべく乖離しないような部分で定数を決めてきたと 

いうような経過がございます。今現在充足率が６４％ということになっ 

ておりますけれども、これは今後の人口の推移を見るにあたり、団員定 

数を見直していく必要が私はあるというふうに思っております。なお、 

消防団員に関わる各種負担金等は、定数によって収めているというよう 

な状況もございます。そうしますと定数と実団員の乖離の部分は、ある 

見方によれば無駄な金だというような見方が出るわけでございますの 

で、消防団員の機能を維持する部分と現在加入している団員の動態を見 

ながら、定数は決めていかなければならないというふうに思ってます。 

なお、機能別団員が１００名から１５０名に変えたという時点では、い 

わゆる団塊の世代が多くおりまして、そういった方がどんどんと基本団 

員を退職するという部分で、機能別に移ってもらうには、やはり機能別 

の団員の定数を増やしていきながら消防力の維持を図ったというような 

経過がありますので、ご理解いただきたいと思います。 

◯議長 栗城康太郎君、最初の答弁で１００名、それを１５０名に訂正する、 

それは了承ですね。 

    はい、７番、栗城康太郎君。 

◯７番   はい、今町長から実態に即した定数の見直しが必要だという認識を持 

ってらっしゃるという答弁いただきました。ぜひ早急にですね、実態に 

即したような見直しをお願いしたいと思います。現状ですね、当町の場 

合、多くの消防団員が平日の昼間は働いていらっしゃるということで、 

平日の昼間、日中は地元にはおられない方が多いと。実際問題として、 

水沼における火災においてもですね、消防、配備されている、班に配備 

されている消防車を動かそうとしたんだけれども、人がいなくて動かせ 

なかったと。あるいは仕事場から帰ってくる人を待って動かさざるを得 

なかったというのが実態かと思います。その平日の日中の出動体制につ 

いて、どのように、これはいわゆる消防団のある意味弱点かとも思いま 

すが、その弱点を補うために具体的にどのような方策を講じていくお考 

えか、お伺いしたいと思います。それからその方策を実施するにあたっ 

てですね、平日日中に出動可能な団員数というものもやはりある程度把 

握していないと、なかなかそれに対応する施策も作れないかと思いま 

す。現状その平日の日中、出動できる団員、どのように把握されている 

のか、そのあたりも含めてですね、お示しいただきたいと思います。 

◯議長 はい、答弁、町長。 

◯町長 まず、平日勤務の状況によって出身の集落に在住していないという方 

をどういうふうにして、万が一起きた場合の対応ではございますが、この 
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対応につきましては、私といたしましては、町内各事業所さんの協力を得 

たいなと。当然事業所さんには、今までも、１回目の答弁で申し上げまし 

たが、消防団員としての加入の促進に当たっております。そしてさらに今 

度は加入いただいた際には、仕事の関係で離れられない人と、あとは離れ 

られる人といろいろおるかと思いますけれども、できるだけ万が一が起こ 

った場合には、事業所さんの協力もいただきたいというようなことで、事 

業所さんの方に協力要請をしていきたいなというふうに考えております。 

その他については、課長から答弁させます。 

◯議長  はい、答弁、総務課長。 

◯総務課長 日中の出動体制なんですが、現在なんですが、具体的に各班何名が出 

動態勢を整えるといったような調査はしておりません。４月に発生しまし 

た水沼の火災に関しても、そういったところ不足している部分があったよ 

うにも思われますので、今後消防団の幹部の方と協議しながら、そういっ 

た体制作り、例えば、一つの班の方で不足してるんであればその隣の班の 

協力を得るとか、そういった形で団幹部の方と連携、協議してまいりたい 

と思います。 

◯議長   はい、７番、栗城康太郎君。 

◯７番 これはですね非常に重要な問題で、当町の現状を考えますと、早急に 

現状を把握して対策を講じることが必要かというふうに感じられますの 

で、ぜひ時を待たずにですね、動いていただきたいと思います。 

   時間もあまりありませんので次の質問に移りますが、通常団員がなかな 

か集まらない、不足している状況において、機能別団員、通常団員を退 

団された方に機能別団員になっていただくということに力を注いでおら 

れることはわかりました。しかしながら、機能別団員については、通常 

の団員と違って非常に活動の幅が限定されております。後方支援とかで 

すね、そういうところに限定されております。実際に消防ポンプの操作 

ができない、制限されているというようなお話も伺います。当町のよう 

な非常に少子高齢化が進んだ地域においては、機能別団員においても、 

通常団員と同じような消防、消火活動ができるよう活動範囲を拡大して 

いく必要があるのではないかと思われますが、このことについてどのよ 

うにお考えなのか伺います。 

◯議長 はい、答弁、町長。 

◯町長 機能別団員については先ほど答弁で申し上げました、平成２５年に機 

能別団員制度を導入したわけです。その当時の状況と今日の状況、いわ 

ゆる一般団員の確保の状況、あるいは、機能別団員のその発足当時の活 

動範囲を想定した部分が、ちょっと今現状から言いますと、栗城議員お 

っしゃるような、いわゆる本当の最初の初期消火、あるいは消火栓等を 

用いた初期消火で、消防ポンプ、可搬ポンプは取り扱いしないというよ 

うな部分で進んできた経緯がございます。その当時、２５年当時はそう 

いった部分で、一般団員も結構おりましたので、そのような取り扱いで 

きたわけです。ただ、栗城議員おっしゃるように、なかなか一般団員の 

集まってくる部分も、なかなか勤務の関係で、すぐに出動体制に入ると 
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いうようなことは困難だというようなこともございますので、この辺の 

機能別団員のいわゆる行動範囲というか職務というか、そういった部分 

については十分消防の幹部会等と打ち合わせをしながら、何とか消防力 

を維持するような方向で進んでまいりたいというふうに考えます。 

◯議長 はい、７番、栗城康太郎君。 

◯７番 町長の前向きな答弁をいただきました。それでですね、任務範囲を拡 

大するというようなことになった場合ですね、安全管理とか、教育訓練 

のあり方も見直す必要があるのではないかと考えます。その点について 

はどのようにお考えか、お伺いいたします。 

◯議長 はい、答弁、町長。 

◯町長 私が申し上げたような部分で進むとすれば、当然基本団員との待遇の 

格差、あるいは万が一けがをした場合の補償内容、いろいろそういった 

部分をどういったものにしたらいいのかという部分もあわせ考えなが 

ら、これは進めていかなくてはならないというふうに思います。いずれ 

にしましても消防団幹部会といろいろ検討協議をしながら、機能別団員 

の中にも、まだまだ現役でバリバリできるというような団員も見受けら 

れますので、そういった部分も考え合わせて、進めていきたいというふ 

うに思います。なお、付け加えますが、いわゆる若い人の中でもまだ消 

防団員に加入していただけない方があります。存在しております。そう 

いった方についても、粘り強く消防団員としての加入をしていただくよ 

うな努力は続けていかなければならない。町民みんなで支え合ってこの 

地域を守るんだというような意識の醸成についても大事なことではない 

かというふうに思っておりますので、今後ともご支援、ご協力、ご指導 

いただきたいと思います。 

◯議長 はい、７番、栗城康太郎君。 

◯７番 この問題についても、時を待たずにですね、スピード感を持って進め 

ていただきたいというふうに申し上げます。それでは次に大きな２つ 

目、マイクロバス運転の安全管理体制についてお伺いをいたします。 

    まず１つ目の学校や社会教育団体における利用実態を把握しているか 

という質問に対して、全て把握しているというふうな答弁をいただきま 

した。これ全てというのは、例えば町の所有しているものだけなのか、 

それとも例えば、保護者が所有しているマイクロバスというかワゴン車 

等についても、それを借り上げるようなことがあった場合、それについ 

ても把握してるのか、あるいは運転する人の属性、例えば免許の種別と 

かですね、健康状態等々まで把握しているのか、お答えいただきたいと 

思います。 

◯議長 はい、答弁、教育次長。 

◯教育次長 はい、７番議員のご質問にお答えします。学校の部活動とか校外での 

活動ということを想定されていらっしゃるのかなと思います。部活動も 

当然教育活動の一環ですので、詳細に関してはっていう部分では、把握 

しきれていない部分もあるかもしれませんが、基本的には部活動をどう 

やって参加するんだっていうのは、学校を通じて教育委員会でも把握し 
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ております。それから、例えばですがバスを借りた人の、借りた場合の 

運転手の属性についてという部分でも、誰が運転されるかというのは事 

前に把握しております。 

◯議長 はい、７番、栗城康太郎君。 

◯７番 そのような場合、例えばですね、保険の加入状況とか、そういうこと 

までも含めて把握しているというふうに考えてよろしいのかどうか、再 

度お答えいただきたいと思います。 

◯議長 はい、答弁、教育次長。 

◯教育次長 はい、保険の加入状況についてです。保護者が送迎する保護者所有の 

車について保険の加入状況というものは確認しておりませんが、当然で 

すけど加入しているものと考えております。それから仮に教育現場でバ 

スを借りて移動する場合の保険の加入状況ですが、想定されるのが社会 

福祉協議会の福祉バスを借りた場合、それから、あんまり例はないんで 

すけど、観光会社等のバスを利用するというケースもまれにはあるのか 

なと思います。そういった場合の保険の状況を確認しているかどうかに 

ついては、福祉バスに関しては確認しております。ただし観光、バス会 

社にバスをレンタルした場合の保険の有無というのは、内容としては、 

あの教育委員会が詳細までは確認していない状況です。 

◯議長 はい、７番、栗城康太郎君。 

◯７番 今、福祉バスというお話が出たので質問をさせていただきます。福祉 

バスについては、あれは所有は町所有で、社会福祉協議会に貸し出して 

いるという状況ではないかと思います。たまたまいろいろ調べてたら令 

和６年度の決算書のところに、なんだ、貸与品でしたかね、のところ 

に、貸与品として載ってましたので、それがその福祉バスなんだろうと 

思いますが、福祉バスについては社会福祉協議会はもとよりですね、各 

地区の老人クラブ等の研修旅行等でも使われております。そういう場合 

の、どういう方が運転されているのか。それについてはその都度把握さ 

れているのでしょうか、お伺いいたします。 

◯議長   はい、答弁、保健福祉課長。 

◯保健福祉課長 お答えいたします。運転手についてはその都度確認をいたしまし 

て、また対面において、社会福祉協議会の職員が、アルコールチェッ 

ク、当日の体調についても確認をいたしております。以上です。 

◯議長 はい、７番、栗城康太郎君。 

◯７番 そのときにですね、その運転手の方、２種免許はお持ちの方なんでし 

ょうか。 

◯議長 はい、答弁、保健福祉課長。 

◯保健福祉課長 申し訳ありません、ただ今この場で２種免許を持っていたかどう 

かについては、ちょっと確認ができません。 

◯議長 はい、栗城康太郎君。 

◯７番 福祉バスはですね、結構２９人ぐらい乗れるバスかと思います。そう 

いう大人数の方が乗られるバスの運転はやはりですね、２種免許が必要 

なのではないかなと感じます。それは法律的に云々ということではなく 
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て、やはり運転するにあたってですね、人を乗せて走るということは非 

常なストレスがかかるというか、それなりの訓練が必要なことではない 

かなというふうに思います。で、最初の答弁でもですね、いろいろな意 

味において、安全管理のガイドラインもできていないということで、非 

常にお寒い状態ではないかと思います。伺ったところによると、修学旅 

行もそういう車両を使っているというようなお話も伺いました。そうい 

うことも含めてですね、きちっとその２種免許を持った方に運転を依頼 

するというような対応が必要になってくるんではないかと思います。そ 

の上で安全管理マニュアルをきちっと整備していただいて、安全運行に 

努めていただくということが必要かと思います。車両運転して事故を起 

こし、そこに乗っている人あるいはその他の方、けがをさせた、あるい 

は死亡してしまったような場合、その補償、金銭的な補償については保 

険で何とかなるかもしれませんが、運転していた方については、過失運 

転致死傷という刑事罰が科せられます。そういう責任があるんだという 

ことを念頭において考える必要があるのではないかと思います。補償が 

できればいいということではなくて、その運転を依頼した、依頼された 

方、その個人に対する刑事罰も発生するんだということを考えた上で必 

要、どなたに運転を依頼するかということを考える必要があるのではな 

いかというふうに思います。非常にこの保険の問題とかですね、そうい 

う免許種別の問題、例えばその運転する人の健康状態、通常どういう薬 

を服用してるかとかですね、そういうある意味個人情報に当たるところ 

まできちっと確認していただかないと、なかなか大人数の移動における 

バスの運転というのは許可するべきではないかと思います。 

    町長に伺います。この安全運転のガイドライン等について、早急に整 

備すべきだと思いますが、どのようにお考えでしょうか。 

◯議長 はい、答弁、町長。 

◯町長   栗城議員から、学校行事からあるいは福祉団体の福祉バスの利用か 

ら、広範囲に質問をいただきました。いずれにしましても、安全第一と 

いうことは一番でございます。今文科省なり国交省なり、それぞれこの 

間の事故の発生した部分での、そういったバスの運行について、それぞ 

れ検討されているというふうに聞き及んでおりますので、そういった部 

分も踏まえて、やはり町としてもある一定程度の指針なりなんなりは必 

要ではないのかなというふうに思っておりますので、種々、今、栗城議 

員からいただいたご意見を踏まえて、踏まえながら、それぞれ情報収集 

して町民が安心して、あと児童生徒が安心して遠征なりなんなりできる 

ようなことにしたいというふうに考えておりますので、よろしくお願い 

します。 

◯議長   いいですか。はい、以上で７番議員の一般質問を終わります。 
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（２番目、３番議員、安藤雅朗議員） 

  

◯３番 傍聴にお越しの皆様、そしてユーチューブ配信をご覧の皆様、ありが 

とうございます。私からは大きく１点質問を通告しておりますので、通 

告書に従い質問をいたします。川口高校卒業生との関係人口維持につい 

て。 

    １つ、川口高校全卒業生を対象とした、ネットワーク構築の現状につ 

いて、伺います。川口高校の卒業生は、地元出身者、地域みらい留学生 

を問わず、将来の町を支える、あるいは外から支えてくれる貴重な人的 

財産であります。現在、全ての卒業生の進路や動向をどのように把握 

し、卒業後も町との繋がりを維持するための名簿管理やネットワーク構 

築を行っているのか、現状の取り組みを伺います。 

    ２つ目、ふるさと住民票などを活用した卒業直後の関係維持につい 

て。卒業時に、ふるさと住民票などを交付し、町内施設の優待や広報紙 

の送付を継続するなど、卒業直後から第二の町民として繋ぎとめる仕掛 

けについての町の見解を伺います。 

    ３点目、地元出身者と元留学生がともに集うＪターン成人式の企画に 

ついて。地域みらい留学生にとって、金山町は実家ではないため、卒業 

後に再訪する動機が生まれにくいのが現状です。二十歳の集いにおい 

て、地元出身者と元留学生が再び金山町に集まり、ともに二十歳を祝う 

Ｊターン成人式を町がプロデュースすることで、帰省・再訪の強力な動 

機付けとする考えはないかを伺います。 

    ４点目、遠隔での複業・プロジェクト参画による若者の活躍の場作り 

について。町外に出た卒業生がＩＴやデザイン等の専門知識を生かし、 

遠隔から副業として、町のプロジェクトに関われる若者主体のプラット 

フォームを構築する考えはないか伺います。 

    ５点目、将来的なＪターン・Ｕターンを促す中長期的な受け皿作りに 

ついて。一度は都会に出た卒業生が２０代半ばから３０代を迎えて、地 

方暮らしや地域貢献への関心を高めた際、本町の魅力を熟知している彼 

らはミスマッチの少ない即戦力となり得ます。将来的に彼らを地域おこ 

し協力隊や地域運営組織のコーディネーターなどとして、町が逆指名で 

きるような卒業生枠の整備や中長期的な受け皿作りへの見解を伺いま 

す。以上です。よろしくお願いします。 

◯議長   はい、答弁、町長。 

◯町長 安藤議員の質問にお答えいたします。初めに、川口高校全卒業生を対 

象としたネットワーク構築の現状についてであります。議員おっしゃる 

通り、川口高校生は卒業生を含め、本町の貴重な関係人口であり人的財 

産であると考えており、高校卒業後、本町との関わりをどう築いていく 

かは大きな課題であると感じております。卒業生の名簿管理について 

は、教育委員会として歴代の若桐寮生の名簿は所有しております。ま 

た、川口高校としては卒業生の進路や同窓会の名簿は持っていると聞い 

ておりますが、全て非公開であります。従って、議員おっしゃるよう 
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な、卒業後も町と繋がりを築くための名簿の作成や利用、既存名簿の目 

的外使用はできない状況であります。現在、地域みらい留学事業のコー 

ディネーターによる卒業生との繋がりがあり、イベントの情報発信等は 

行っております。次に、ふるさと住民票等を活用した卒業後の関係維持 

についてであります。現在、川口高校卒業後に、ほとんどの生徒が進学 

や就職のため、町から転出する状況であります。将来には、専門学校、 

大学など進学先がないため、やむを得ない部分がありますが、転出後も 

多くの経験や知識を習得した方々が将来町に戻る、または町との繋がり 

を持ってほしいと考えております。卒業後の連絡先については、先に申 

し上げた通り、個人情報保護の関係から取得することは困難であること 

から、卒業前に任意で希望を取るなどして、引き続き繋がりを保てる方 

法を模索してまいりたいと思います。川口高等学校卒業生徒と町との間 

に繋がりが保てる状態となりましたら、町の情報を提供するとともに、 

次のステップに繋げる施策を展開していきたいと考えております。 

    次に、地元出身者と元留学生がともに集うＪターン成人式の企画につ 

いてであります。議員おっしゃる通り、元留学生が何らかのタイミング 

により帰省・再訪していただくことで、関係人口の継続や再構築に繋が 

る仕組みは大変重要なことであり、移住定住・交流促進のベースとなる 

べきものだと考えております。また、元留学生だけでなく、町出身者に 

対しても同様なアプローチは重要であると考えております。成人式、二 

十歳の集いとタイアップした企画が良いのかどうかを考えてまいりたい 

と思いますが、まずは前述の通り、卒業生と町が引き続き繋がりを保て 

る方法を模索し制度化することに集中してまいりたいと思います。 

    次に、遠隔での複業・プロジェクト参画による若者の活躍の場作りに 

ついてでございますが、この若者の活躍の場作りについては、卒業生の 

みならず、若者の専門知識を生かしつつ、町内のプロジェクトに遠隔よ 

り参加する理想的な若者参画の町づくりの形態であると考えられます。 

庁内的にも、若者定住担当、情報通信担当、川口高校担当部門の横断的 

な調査研究を深めながら事業展開を模索していきたいと考えておりま 

す。 

    次に、将来的なＪターン・Ｕターンを促す中長期的な受け皿作りにつ 

いてであります。卒業生の可能性は無限であります。その可能性を、将 

来のまち作りに生かす仕組み作りの構築についても、町の課題であると 

捉えており、卒業生については、地域学習や各種イベントへの参加、３ 

年間の寮生活や学校生活を通して、一定程度、町を理解しておりますの 

で、移住を決断した場合のミスマッチは少ないと思われます。一方で、 

卒業生が経験を積んで、地方暮らしや地域貢献への関心により、本町を 

気にかけ、移住の候補地として選択をしていただけるような関係性の継 

続が必要であると考えております。移住には住む場所と働く場所が必要 

であります。受け皿としての仕組みの構築について、本件についても、 

庁内的に横断的な調査研究を深めながら事業展開を模索したいと考えて 

おります。以上です。 
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◯議長 はい、３番、安藤雅朗君。 

◯３番   答弁ありがとうございました。全体的にどの項目においても前向き 

に、前向きに取り組んでいただけるような答弁なのかなと思いました。 

町として地域みらい留学事業、そして若桐寮の運営もしていて、川口高 

校存続のために努力をしていることは認められますが、高校立地自治体 

として、そうやって経費をかけた結果、何をメリットとして享受したい 

と考えているのか、町長の考えをお伺いします。 

◯議長 はい、答弁、町長。 

◯町長 まずは金山町に高等学校があるということで、町内の子どもだけでは 

存続が難しいということで、今は全国から、全国に情報を発信して全国 

各地から川口高校に興味を持った生徒が来ていただいております。そう 

いった川口高校で学びを修めた子どもたちに、やっぱりある程度金山を 

離れた部分で生活していた中でも金山の高校時代はよかったなというよ 

うな思いをまずもってもらうこと。それによって、もう一回行ってみた 

いなと。湖水まつりいつだっけとか、ごっつおまつりいつだっけとか、 

そういったような部分で金山に来ていただく。そうした中で、当然寮生 

活等々している中で、地域の人との交流もあったわけですから、当然迎 

え入れる町民の中にも「あの子、よく来てくっちゃな」というような部 

分で、小さなきっかけではございますけれども、そういったきっかけで 

もって、いずれは金山に移住定住していただきたい。そういう部分を私 

は期待しております。川口高校の支援活動については、一番最初はやっ 

ぱりこの地域から高等学校なくしてはいけないという部分でしたが、こ 

れからはまた次のステップに入りつつあるのかなというふうに私は捉え 

ておりますので、引き続き川口高校の存続について支援をしながら、な 

おかつこの地域の魅力・現状も校外活動を通しながら知っていただい 

て、金山に１人でも２人でも移住定住していただきたい。当然金山の各 

種事業所でも求人は出しているわけです、役場を始めとして。そういっ 

た中で、金山で就職して、金山に住んでみたい、こういった自然の中で 

生活をしてみたいという生徒を私は期待しておるところでございます。 

◯議長 はい、３番、安藤雅朗君。 

◯３番 私も同じ考えです。地域みらい留学７年目ですか、今年で。最初はや 

っぱり過疎地域の学校の教育の場の確保という意味合いが非常に大きく 

て、やっぱり廃校、廃校というか統合させるわけにはいかないというこ 

とで、全国からそういった生徒を募集してる、してたわけですが、今や 

っぱり結構安定してというか２０名前後の生徒、入学生が確保できてい 

る状況かなと思います。まだまだ少ない方だとは思いますが、こういっ 

た過疎地域の学校の意味っていうのが、また新しい意味合いとしてでき 

つつあるなと思います。やっぱり出口戦略として、卒業後、町としてや 

っぱり関わっていただく生徒、卒業生を増やしていくことがこれからの 

課題かなと思います。まず一つ目の質問ですが、まず、やっぱりそうい 

った卒業生の名簿管理、こういったものをぜひ取り組んでいただきたい 

と思います。２つ目の質問の中で少し触れられましたが、卒業前に任意 
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で希望を取るなどして、引き続き、繋がりを保てる方法を模索してまい 

りたいと思いますと答弁いただきました。ぜひ卒業前に今後も町からの 

案内を受け取るかみたいな同意書を作っていただいて、それに同意をし 

ていただくとか。あと今はコーディネーターの方を通じて卒業生との繋 

がりがあるということですので、そういった方と、そういった方に仲介 

していただいて、いろいろな情報の発信等もできるかなと思いますが、 

そのあたり具体的にどのように考えているか、教えていただければと思 

います。 

◯議長 はい、答弁、教育長。 

◯教育長 それでは、安藤議員のご質問にお答えしたいと思います。先ほどの答 

弁にもありましたけれども、教育委員会としては生徒個人の名簿を把握 

はしているんですけども、それはあくまで保証人という形なので、それ 

を活用することはなかなか難しいという形になります。今教育委員会と 

して考えてますのは、やはり卒業する前に、やはり、二十歳の集い、実 

際やるかどうかはまた別なんですけども、に参加できるか、あと町の広 

報紙ですねなどを送ったりするという形で、そういうものをアンケート 

をとりながら居住地を把握したいと考えております。先ほどブリティッ 

シュヒルズ、地域みらい留学では、一応町のイベントという形で、イン 

スタとかフェースブックとかＬＩＮＥなどで、延べ人数では５万３千人 

ほど登録されてる人には、町ではこういうものをやってますよっていう 

のを発信はしてますので、それを今度もう少し具体的に個人の名前で来 

てもらうような形でのタイアップをできたらなと考えております。あく 

まで卒業前に一人ひとりに用紙を作りまして、それのアンケートという 

ような形で考えております。以上になります。 

◯議長 はい、３番、安藤雅朗君。 

◯３番 はい、ぜひそのような形で、ぜひ名簿管理していただければなと思い 

ます。２点目になります。それで１点目のこの名簿管理がやっぱり今後 

の質問に大きく関わってくるところですので、ぜひ早急に取り組んでい 

ただきたいと思います。２点目のふるさと住民表についての質問です 

が、前からやってた自治体もありますが、今年度から国の施策のような 

形でふるさと住民票が始まりました。金山町でも予算計上されていたよ 

うに記憶をしていますが、ぜひこの川口高校卒業生、一番の関係人口に 

なり得る存在だと思いますし、若い世代で若いときにこの金山町を経験 

していた生徒たちを巻き込んだ町作りをしていただきたいと思います。 

ちょっとふるさと住民票についてお聞きしたいんですが、今のところ、 

どういった中身、例えばふるさと住民に登録するとこういうメリットが 

ありますよとか、そういったものを考えているものがあれば一回教えて 

いただきたいと思います。 

◯議長 はい、答弁、企画課長。 

◯企画課長 それでは３番議員のご質問にお答えいたします。企画課の方で住民登 

録制度の委託料関係予算計上しておりますので、私の方から答えさせて 

いただきます。議員ご指摘の通り、国では今ふるさと住民登録制度とい 
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うものの制度設計を行い、いくつかの自治体でモデルとして事業実施を 

し、その結果をもとに各町村、市町村にそういった制度を今年度末には 

始めたいという意向で国は考えているというところでございます。その 

メリットについて、メリットといいますか、登録された方のメリットに 

ついてなんですが、一般的なふるさと納税のようにその場、その場とい 

いますか、例えば特産品を登録した人にプレゼントするといったものは 

違反といいますかしてはいけないということが、国の方から示されてお 

ります。詳細な制度についてはまだまだはっきりとした部分はわからな 

い部分も多いんですが、一般的に、町民になられた方、ふるさと住民登 

録された方については町民と同等の優遇を、その登録された方に付ける 

というのが一般的に考えられることだと思います。例えばですが各施設 

の入館料・入場料が町民と同じ金額になる。金山の場合ですとお風呂に 

入る、入湯料のようなものが町民と同じ価格になるというものが、一般 

的に考えられるところでございます。 

◯議長 はい、３番、安藤雅朗君。 

◯３番 ありがとうございます。２つ目のふるさと住民票等を活用した。これ 

から施策、いろいろ考えられると思います。ぜひ川口高校、多分なんだ 

ろう、ふるさと住民票を取得する要件っていうのも、各自治体様々だっ 

たなと思います。例えば、ふるさと納税を寄付したことがある人だった 

りとか、例えば金山町というかその自治体にかつて住んでた人だったり 

とか、もちろん出身者と、いろいろ要件は様々、その自治体で様々だと 

思いますが、ぜひ金山町の場合は、川口高校卒業生だった場合も、この 

住民、ふるさと住民に登録できるというような制度設計にしていただき 

たいなと思いますが、そのあたりの考えをお聞かせください。 

◯議長   はい、答弁、企画課長。 

◯企画課長 はい、それではお答えいたします。ふるさと住民登録制度のその要件 

については、まだ町として決まっているものではございません。ただ、 

ふるさと住民制度の登録するのには２種類ありまして、誰でも何もしな 

く、しなくてもと言うのも変ですけども、登録できるもの。それとプレ 

ミア的に登録するというものが２種類ございます。特にその重要だと考 

えているのは、そのプレミア的な登録される方が重要です。それについ 

ては、国の方では年間３回以上その町に訪れていろいろな活動ですと 

か、そういったものをするというのが要件の一つとして挙げられている 

ところでございます。そういった国の制度をなどを見ながら、町に適し 

た内容で今後検討を進めていきたいというふうに考えているところでご 

ざいます。 

◯議長 はい、３番、安藤雅朗君。 

◯３番 町の現状としてはやはり人口ピラミッドを見てみると、もう逆ピラミ 

ッドで、２０代３０代が一番少ないというような状況ですから、ぜひそ 

ういった年代にアプローチすること、非常に重要なことかなと思います 

ので、ぜひ町のそういった現状に合った施策の展開をしていただければ 

なと思います。よろしくお願いします。 
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    では３点目の質問に入ります。Ｊターン成人式ですが、例えば隣町の 

只見町にある只見高校だともう既にそういった取り組みをされていて、 

その後もですね、引き続き２０代になっても只見町に遊びに来るといっ 

たような還流ができてるという話も聞きました。ぜひこういった取り組 

みを進めていただきたいなと思いますが、もう一度答弁をお願いしま 

す。 

◯議長 はい、答弁、教育長。 

◯教育長 Ｊターン成人式、本当素晴らしいなと思ってこれを見ましたけれど 

も、現在、金山町の成人式につきましては、中学校の卒業生、または、 

あと卒業生から出た人っていう形で二十歳の集いという形をして、案内 

を差し上げてまして、あと住所ある人ですね。中学校のときの思い出の 

映像なんかで振り返っている状況です。これをもしも私の考えですけ 

ど、Ｊターンの成人式という形になると、今度高校生を主体とするよう 

な形の成人式になりますので、今までの成人式は中学校主体ですから、 

そこら辺の中身でうまく接点があるかどうかっていう形で難しいところ 

ですけども、先ほどのあれもあったんですけど、やっぱり成人式を迎え 

るにあたって、出欠を取る際の住所がどうかっていう形で、その前にや 

はり卒業するときに住所を把握するっていう形でアンケートを取るのも 

一つの案かなと思いますし、あとはですね、また成人式と別個に、寮の 

子どもたちを中心に、そうすると話もいろいろ弾むと思いますので、そ 

ういう子どもたちを中心とした成人式とまではいきませんけども、今ま 

で何も集いがなかったので、その辺あたりも考えたらどうかなと思って 

いるところであります。これもですね、教育委員会だけの中身もあるん 

ですけども、あと他の課とうまく連携をとりながらうまくやっていきた 

いなと考えてます。以上です。 

◯議長 はい、３番、安藤雅朗君。 

◯３番 はい、いろいろ課横断的にやっていきたいという答弁が、いくつかい 

ただきましたのでそのようにしていただきたいと思いますが、１つ目の 

質問もそうなんですが、やっぱりスケジュール感が結構大事かなと思い 

ます。アンケートを取ったりだとか、今年度からできそうなのかどう 

か、その辺について教えてください。 

◯議長 はい、答弁、教育次長。 

◯教育次長 まず今のネットワークについてなんですが、先ほどお答えした通り、 

地域みらい留学のコーディネーターが持っている状況です。例えば、湖 

水まつりの案内をして欲しいっていうときもコーディネーター頼みの状 

態です。そういう中で今年度から、例えば早急に８月の学生が多いの 

で、８月の夏休みを対象としてっていう形にはできないと考えておりま 

す。今あるネットワーク上のコーディネーターを通じたネットワーク、 

それから今年度末に新たな手法でふるさと住民登録制度を活用した新た 

なネットワーク、それを二つ合わせた形で、来年度、何らかの形で実施 

できるように進めていければと思います。 

◯議長 はい、３番、安藤雅朗君。 
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◯３番 従来から申し上げている通り、若者の定住、非常に金山町にとって重 

要な課題だと思います。そこにかなりアプローチできるような展開にな 

るんじゃないかなと私は期待しておりますので、ぜひ早く、来年度から 

できるように考えたいということですので、ぜひよろしくお願いしま 

す。で、すみません、成人式ですね。これについても、関係人口、金山 

町の総合計画の後期計画、令和８年の３月に策定されましたが、その中 

でも計画推進にあたって特に重視すべき視点ということで１点目で挙げ 

られてますのが、関係人口の拡大と担い手の確保になってます。今まで 

も関係人口の拡大をしていくんだというようなところがいろいろなとこ 

ろで語られてきましたが、やっぱり具体的にどういうふうに進めるのか 

っていうのがなかなか見えてこなかったのかなと思います。関係人口っ 

ていうそもそもの概念が、ちょっとぼんやりとしたような感じですか 

ら。今回やっぱり川口高校の卒業生というのは、かなり具体的な、なん 

だろうな、像というか、そういうのが見えてるし、アプローチもしやす 

いと思いますので、ぜひやっていただきたいと思っています。このＪタ 

ーン成人式は、先ほども申し上げた通り、只見町でも、また違う自治体 

でも取り組んでいるところがありますので、ぜひ情報収集をしていただ 

いて取り組んでいただければなと思います。 

    ４つ目の質問に入ります。若者の活躍の場作りについてです。これに 

ついても前向きなご答弁をいただいておりますが、やはりこれも、スケ 

ジュール感というかスピード感を持って取り組んでいただきたいと思い 

ます。例えば、今答弁をいただいたのは、「将来的にも若者定住担当、 

情報通信担当、川口高校担当部門の横断的な調査研究を深めながら事業 

展開を模索したい」というような答弁でしたが、これについても、どう 

いったスケジュール感で臨みたいと考えているのか、教えてください。 

◯議長 はい、答弁、町長。 

◯町長 今ほどの質問の部分は、１番２番と非常にリンクする部分でございま 

すので、まずは教育次長の答弁にありましたように、川口高校生の卒業 

時でのいわゆる引き続き町に関わり合いを持っていただきたいというよ 

うな部分でのアンケート、当然そこの中には若桐寮生も含まれますの 

で、そういった部分をやりながら、その４番での若者の活躍の場の、卒 

業後のどういった職業に就いているのか、そういった部分も見えてくる 

と思いますので、そういった中でこの事業を進めていきたいなというふ 

うに大きな枠組みの部分ですが、私はそういうような思いで取り組みを 

進めたいなと思っております。 

◯議長 はい、３番、安藤雅朗君。 

◯３番 やっぱり町として、どういうふうに関わってもらうか、関わっていた 

だきたいかというのを、あらかじめというか、同時並行的に考えておく 

必要があるかなと思います。例えば若者定住促進懇談会、諮問機関とし 

て設置されてますが、例えばそこにオンラインで参加していただいて意 

見を聞くとか、そういったことも可能性というか若者の意見を多様に取 

り入れる、そういった場を作るっていう姿勢では必要だし、重要なこと 
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じゃないかなと思いますが、町の考えをお聞かせください。 

◯議長 はい、答弁、企画課長。 

◯企画課長 それでは若者定住懇談会のお話も出ましたので、私の方から若干触れ 

させていただきたいと思います。若い方の町へのいろんな各種事業、プ 

ロジェクトに参加していただくというのは、非常に重要だということは 

全員が共有するところかなというふうに思います。議員からお話があっ 

たように、若者の懇談会について条例と改正いたしまして、高校生でも 

その必要に応じてその諮問機関である懇談会の方に参加できるというよ 

うな条例を認めていただきましたので、ぜひそういった、テーマにもよ 

りますが、ぜひ若い方、高校生、現役の高校生などの意見も聞いて、若 

者の活躍する場がどのようなものがいいのかというようなご意見を聞く 

のは、非常に重要だと考えているところでございます。 

◯議長 はい、３番、安藤雅朗君。 

◯３番 まあ現役の高校生だけではなくて卒業生等に対してもですね、ぜひ個 

人情報が得られれば、そこに対して情報を流すということもできるのか 

なと思いますので、町としてやっぱりこういう分野、こういう分野とい 

うか、こういうことに関わっていただきたいというような一定のスタン 

スを持ってく、持っておくことは重要と思います。何でもかんでもはい 

はいっていうことだと、ちょっと軸がぶれていくかなと思いますので、 

ぜひ町としての考えというものをこれから作っていただいて、こういう 

分野で若者の町づくりに参画をしてくださいよというようなことが必要 

かなと思いますので、ぜひ来年度から、そういったアンケートを実施し 

たいという考えですから、それに間に合うようなことで、ぜひ連絡調整 

しながら分野横断的に各課横断して取り組んでいただきたいと思いま 

す。 

   最後、５つ目の将来的なＪターン・Ｕターンを促す中長期的な受け皿作 

りについてです。これについても、今回の質問本当に時系列的な流れの 

質問になってますので、１番が、１番の質問でのその個人情報の取得が 

叶えばという仮定の質問にはなってしまいますが、ぜひ取り組んでいた 

だきたい分野です。最後、最初の答弁でいただいた最後のところに、 

「移住には住む場所と働く場所が必要です。受け皿としての仕組みの構 

築について、本件についても将来的に事業展開を模索したいと思いま 

す」というような答弁でした。これについて私やっぱり、鶏が先か卵が 

先かみたいな話かなと思っていて、人が来るから場所を用意するのか、 

働く場所を用意するのか。働く場所があるから来るのかどうか、という 

のをしっかりと考えなきゃいけないなと思います。４番の質問の最後に 

申し上げた通り、やはり町としてどういうことをしていただきたいの 

か、どういう分野で関わっていただきたいのか、金山町の場合はいろい 

ろ産業がありますが、本当に特定の分野が担い手不足というわけではな 

くて、様々な業種・職種・業態で人手不足、担い手不足ですので、事業 

承継の話が今までもありましたが、そういった分野等で地域おこし協力 

隊等を募集するということもあり得るのかなと思います。地域おこし協 
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力隊を募集する際に川口高校生歓迎とか、そういったやり方もできるの 

かな思いますが、そのあたりの考えについてお聞かせください。 

◯議長 はい、答弁、町長。 

◯町長 まずは地域おこし協力隊の募集もそうなんですが、いわゆる金山をよ 

く知ってもらうという部分が一番目だと思います。今年度についてもお 

試し協力隊というような事業もまもなく始まるわけです。そういった事 

業に、昨年もやったわけですが、そういった事業に参加された人との繋 

がりも、やっぱり大事にしていくことが必要だなというふうに思ってお 

りますので、いわゆる金山ではどこの事業所も人手不足という状況がご 

ざいます。そういった部分ももっとインパクトのある募集の仕方、情報 

の流し方、ちょっと工夫をする必要があるんではないのかなというふう 

に思ってます。どちらかというと事務的なような募集の呼びかけで、金 

山はきたというふうに思ってます。分野は別でございますけれども、以 

前どっかのスキー場だかなんか、赤字で大変だというような部分で情報 

発信したらどんどんと支援の輪が広がったというような、そういったケ 

ースがありますので、もうちょっと協力隊ばかりじゃなくて、町役場職 

員も含めお知らせ版でもある通り、各事業所も毎月毎月求人情報を出し 

てますから、そういった部分の情報の出し方もちょっと工夫をして、い 

くらでもいろんな工夫をしながら、同じようなパターンでのお知らせで 

はなくて、やっぱりそういう募集の部分についても、全国各地で担い手 

不足になってるわけですから、やっぱり金山のいわゆる人材募集につい 

ては、ちょっとすぐぱっと目につくというような情報発信の仕方、ある 

いは広報ばかりでなくて、いろんな民間の金山で住んでる方の情報発信 

なども利用するというような部分で、私は踏み込んでもいいんではない 

のかなと、協力をしてもらうために。そういったような考えがございま 

すので、いずれにしろ、鶏が先か卵が先か、仕事はあると。そして四季 

もあると。そういった部分に魅力を感じて移住されている方がおるわけ 

ですから、そういった部分もターゲットにしながら、あるいは今現在、 

金山に移り住んで満足して生活をしておられる方もありますから、そう 

いった人たちのネットワークも私はあると思ってます。そういった部分 

のネットワークもなんとか利用できないのかななんていう部分は、私個 

人的には思ってますので、いろんなその情報発信の仕方、そういった部 

分を含めながら、そして町でいろんなイベントなりをやっている中でも 

人の繋がりできるわけですから、そういった部分も、当然名刺交換なん 

かすれば当然そこに住所を書いてますから、そういった部分の方につい 

ても、町の情報を提供していくとかいろんなやり方があるかと思いま 

す。決定的なものはないわけですが、やっぱり地道に進めていけば、振 

り返ればそれなりの実は出てくるんではないのかなと。そういった気持 

ちでいろんな事業に取り組んでいく必要があるというふうに私は思って 

ますので、引き続きご指導をお願いしたいと思います。ありがとうござ 

いました。 

◯議長 はい、３番。安藤雅朗君。 
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◯３番 ちょっと個人的な話になりますが、私二本松市の小学校を卒業をし 

て、したときに、担任の先生に言われた言葉がすごく忘れなくて残って 

ます。それは今後あなたは高校・大学を卒業するだろうけど、ここの小 

学校を卒業したことを誇りに、出身の学校を聞かれたときは、ここの学 

校の名前を言いなさい。それがすごく心に残ってます。やっぱり教育の 

場ってそういう場なのかなというふうに思ってます。特に留学生にかか 

わらず、この辺の、この辺から進学した地元の生徒、そして卒業生にと 

っても、高校で過ごす３年間は非常に濃いものというか、人生の中でも 

忘れがたいものなのかなというふうに考えます。ぜひその３年間を金山 

町で過ごしていただいた生徒、その子たちにぜひ金山町でも活躍できる 

よと。一回都会に出たとしても、戻ってくる故郷がここにはあるんだよ 

というような呼びかけ、情報発信ですね、ぜひ頑張っていただきたいと 

思います。この点について町長と教育長にも一言いただければなと思い 

ます。 

◯議長 はい、答弁、町長。 

◯町長 川口高校生の卒業生に対する、いわゆる町内の事業所へのいわゆる就 

職活動は、毎年やっています。そしてこれから今年も、今週か来週かに 

実施する予定になってますので、ただ、企業の説明ばかりでなくて、今 

安藤議員がいろいろ提案としていただいた部分も含めながら、そういう 

全校生というか３年生全員の対象だと思いますので、そういった中で町 

の関わりを少しでも持っていただけるような説明会の段取りもいいのか 

なというふうに思ってますので、それぞれ、担当は教育委員会になって 

ますけれども、そういった部分を踏まえた部分で教育長からも答弁して 

もらいますので、よろしくお願いします。 

◯議長 はい、答弁、教育長。 

◯教育長 ええとですね、やはり高校生だけじゃなくて、小学校・中学生でも同 

じなんですけども、やはり、金山町を知ってほしいなと思ってます。一 

応、地域みらい留学プロジェクトの主な活動の中を見ますと、５月に行 

いました沼沢湖の遠足、あとは、道普請なども２年生なんかは参加して 

ます。これは地域の方に入るっていう形で住民の方といろいろ交流を深 

めるっていうのもありますし、あと、沼沢湖の湖水まつりですね、も発 

信してまして、卒業生も来てるっていう状況であります。あとはです 

ね、今年度からですね、校長先生とも話したんですけども、やはりもう 

少し地域を知ってもらいましょうという形で、町内の職場体験も実施す 

るっていう形で、あと雪まつりもありますので、そういう形でやはり高 

校生たちに金山町の良さを知ってもらうのが一番じゃないかなと思いま 

す。それと同時に先ほども言いましたけども、インスタとかフェースブ 

ックで、卒業生なんかにも町内のイベントなど紹介して、そしてやっぱ 

りイベントのそれを見た人、金山町こうだったな、こういうことしてた 

んだななんていう形で、やはりもう一回懐かしいなって形で来てもらえ 

ればいいのかなと思っております。そういう形でですね、やはり金山町 

でのいろんな過ごし方の体験などをしてもらって、金山町が良かったっ 
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て形で、ぜひもう一度来てみたいと。そしてやはり職場体験じゃなくて 

企業の方からも、今週、来週説明会があるんですけども、やはりその企 

業の方たちも、高校卒業してすぐにうちの方の企業に来てくださいとは 

言ってないですよ。一旦外に出てもいいですよと。そして改めて、金山 

町を見直して来ていただければなという説明が大部分でした。そういう 

形で、やはりすぐにはっていうのはなかなか難しいと思いますけども、 

そういう３年間充実した生活、ましてや寮生活ですから、県外から来る 

子どもたちってのはなかなか帰れませんので、そういう中身でお互いの 

人間関係を構築しながら３年間を過ごしてもらって、またこう来てもら 

えばいいかなという思いでは取り組んでいる状況です。以上です。 

◯議長 いいですか。以上で３番議員の一般質問を終わります。 

  

 

 

（３番目、６番議員、坂内 譲 議員） 

   

◯６番 ６番議員、坂内譲。私からは２点お伺いします。 

   金山町における防犯カメラの設置状況と今後の計画、および住民への補 

助金制度導入について。令和６年３月議会の際にも一度質問させていた 

だきましたが、そこから約２年が経過し、防犯カメラの設置の重要度が 

増しているなと感じています。これまでも計画的に公共施設内やその周 

辺、または教育現場への設置を進めてきましたが、凶悪な強盗犯罪や山 

火事を含めた事故に対しての警戒対応はまだまだ足りていないのが現状 

だと思います。現在町で管理しているカメラは５０台程度と聞いており 

ますが、安心安全な町づくりを掲げている金山町として、このままの体 

制で十分であると考えているのか、町づくりの観点から伺います。 

①広大な面積に対して人口密度が低く、高齢化が進む当町において、防 

犯カメラの設置は、住民の安全安心を守る上で非常に重要な考え方だと 

思いますが、町が考える総合的な安全対策の目標とそのスケジュールを 

伺います。 

②子どもの見守りやクマ出没に対しては、どう考えていますか。伺いま 

す。 

③住民を巻き込んでの補助金制度を導入し、地区での監視管理を促して 

もいいのではと思いますが、町の考えを伺います。 

    大きく２つ目。人材確保に苦慮する事業所に支援を。介護保険事業策 

定委員会の中で出た話です。かねやまホームでは、海外からの実習生を 

採用しているため、何とか満床で運営ができていますが、近隣町村の老 

人ホームでは、人手が足りなくて満床にできずにいるようですと聞きま 

した。また、実習生を呼び込むための初期費用も高額で、自社のやりく 

りだけでは人材確保に苦慮していると聞きました。建設業などでも実習 

生を採用し、地域活動にも積極的に参加する彼らの姿を見ていますと、 

人材の確保への町からの支援も必要な時期に来ているのではと感じます 
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が、町の考えを伺います。以上です。 

◯議長 はい、答弁、町長。 

◯町長 坂内議員の質問にお答えいたします。 

   初めに、防犯カメラの設置状況と今後の設置計画並びに子どもの見守り 

やクマ出没への活用についてであります。議員ご指摘の通り、凶悪な強 

盗犯罪や山火事等の事故に対する警戒対応として、防犯カメラの重要性 

はますます高まっていると認識しております。防犯カメラの設置状況に 

ついては、役場を始めとして、学校、保育所、診療所、各公民館、その 

他福祉施設や体育施設、観光施設に設置している他、川口駅前、道の駅 

などにも設置しております。また、昨年度には太郎布、田沢地区にリア 

ルタイムで確認できる防犯カメラを設置いたしました。これまでも計画 

的に公共施設や教育施設周辺への設置を進めてまいりましたが、子ども 

の見守りや近年課題となっているクマ被害の状況確認に対しても、防犯 

カメラの設置は、有効な手段の一つであると認識しております。安心安 

全な町づくりを掲げる本町としましては、現状の体制にとどまることな 

く、更なる安全対策の強化が必要であると考えております。今後の計画 

でございますが、現在、集落内の防犯を目的に、電柱へ防犯カメラを設 

置する場合の概算工事費の試算を行っております。今後の事業スケジュ 

ールにつきましても、町総合計画実施計画に盛り込み、引き続き計画的 

に整備を進めてまいります。 

      次に、防犯カメラによる監視管理の促進についてであります。地域住 

民が主体となって、地区の安全を守る活動を支援するため、行政区や個 

人などが防犯カメラを設置する際の費用に対する補助金制度の導入は、 

防犯意識の向上において有効な手段であると考えております。その一方 

で、地区での監視管理を促すためには、個人情報保護への十分な配慮や 

適切なガイドラインの策定など、事前に整備すべき課題もございますの 

で、他の自治体の先行事例を参考に、本町の実情にあった補助金制度に 

ついて研究をしてまいりたいと考えております。 

      次に、事業所への人材確保の支援についてでございますが、外国人実 

習生の町内での受け入れは特別養護老人ホームと建設会社で実績がある 

と伺っております。人材確保の点では町では特定地域づくり事業で、奥 

会津かねやま副業組合への運営補助を行っておりますが、制度上、外国 

人の雇用は在留資格に制限があり認められていません。現在のところ、 

町として、外国人雇用に対する支援の考えはありませんが、今後、調査 

を進めてまいりたいと考えております。以上です。 

◯議長   はい、坂内譲君。 

◯６番     それでは順次再質問していきます。 

    今回私が防犯カメラのことを聞こうと思ったことの一つは、やはり先日 

の水沼での火事があった上で、やはり日本全国これだけ山火事被害と 

か、いろいろな人がいないようなところでの何か事故や被害があったと 

きに、相手を特定もできずに地元が泣き寝入りするような状況がすごく 

多くなってきている昨今の状況を踏まえて、やはり今までの金山町が設 
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置してきた防犯カメラの状況と、やはりこれからはやはりちょっとフェ 

ーズが変わってきて位置付けが変わってきているのではないかなと思っ 

ているので、私としては今回この質問を取り上げました。まず一つ、今 

回町長の方のお答えの中に、昨年度には太郎布、田沢地区にリアムタイ 

ムで確認できる防犯カメラを設置したとありましたが、これはこの２地 

区に関しては、どういう効果を期待してカメラを設置したのか教えてく 

ださい。 

◯議長     はい、答弁、はい、総務課長。 

◯総務課長 ６番議員の質問にお答えいたします。田沢、太郎布地区に防犯カメ 

ラ、リアルタイムで確認できる防犯カメラを設置した件ですが、太郎 

布、田沢に関しては当町における一番、積雪量が多い地区となっており 

ます。そちらの方の確認も含めて、そういった場所に設置した流れとな 

っております。 

◯議長     はい、６番、坂内譲君。 

◯６番     はい、わかりました。ありがとうございます。ということは防犯カメ 

ラという形であっても、やはりいろいろなものに活用ができる可能性が 

あるということで設置をしたということでしょうか。 

◯議長     はい、答弁、総務課長。 

◯総務課長 防犯カメラっていう位置づけでもありますが、そういった現場の状況 

確認、ひょっとしてそこ災害に繋がるかもしれない、そういったことも 

想定して設置したものでございます。 

◯議長     はい、６番、坂内譲君。 

◯６番     はい、わかりました。やはり先ほどの答弁の中にもありました、今度 

はですね積算、工事の積算もしていて、今度は防犯カメラを集落内の防 

犯を目的に電柱への防犯カメラを設置するという方向を町としても考え 

始めているということを、内容を聞いた上で、やはりこの田沢や太郎布 

の地区だけではなく、やはり今この工事の試算をやっているように、や 

はり町内の集落のところのやはり防犯カメラとして、いろいろな対策に 

そこのカメラを活用するということをこの先考えたいということで試算 

をしているということでよろしいですか。 

◯議長      はい、総務課長。 

◯総務課長 今回の試算に関しては、基本的な考え方としましては集落の入口出 

口、２ヶ所ぐらいを想定して、かつ、道路沿い、そちらを考慮して試算 

していただいてるというような状況でございます。 

◯議長      はい、６番、坂内譲君。 

◯６番 差し支えなければ、何ヶ所ぐらいの見積もりをお願いしているんでし 

ょうか。 

◯議長 はい、答弁、総務課長。 

◯総務課長 まだその箇所の特定はしておりません。電柱、電柱にこういったカメ 

ラを付けるといくらになるのかという単体での見積りの試算の依頼をし 

ているところでございます。 

◯議長 はい、６番、坂内譲君。 
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◯６番 はい、ありがとうございます。単体ということは、やはりそこから集 

落を少しずつ特定していって考えていくという考えの中でだと思うんで 

すが、やはり金山町は、先ほども申し上げたように、カメラを設置する 

ことで町内の多くの問題や課題を少しずつでも解決できるような一助に 

なるような、多分カメラの防犯としてのものになっていくと思うんです 

けれども、例えば、先ほどの山火事もそうですし、この頃の金山町内の 

中でも、やはり空き巣の泥棒とか、先ほどの子どもの行き帰りに、それ 

で遊んでるときの心配や、やはりそのクマの問題もあって、でもそれが 

一つカメラを設置することによって、地域の人たちの安心がちゃんと目 

で確認ができるということの中はすごく大事な事業だと思っていますの 

で、ぜひともその先ほどのその積算も含めて、町内の各地区のですね見 

守りの一つの一助になっていただけるようなカメラを、ぜひ町内何ヶ所 

かに再度設置していただけるような方向をお願いしたいなと思います。 

私、町内の設置していただいているところの約５０ヶ所見てみました 

ら、やはり今までは公共の施設や人の集まるところというところが大概 

だったと思いますが、やはりこれから外から来る人だけではなくて、地 

域の住民の安全に対して考えていくという考え方の、この防犯カメラの 

設置を考えていくという方向の考え方でよろしかったでしょうか。 

◯議長 はい、答弁、総務課長。 

◯総務課長 現在試算の方をお願いしております電柱につけるカメラに関しては、 

やはり昨今のその事件であるとか事故であるとか、そういった住民の安 

心安全に関わる部分での対応を考えて、設置の方向で試算していただい 

ている、そういった状況でございます。 

◯議長 はい、６番、坂内譲君。 

◯６番 はい、わかりました。またその設置をするのに、またそのどういう場 

所が必要なのかも含めて、こういうものを相談するに当たって警察や他 

の関係機関と調整して考えるということなどを考えてるところはありま 

すか。 

◯議長 はい、答弁、総務課長。 

◯総務課長 はい、今現在この点に関して警察とか、そういった関係機関との調整 

は行っておりませんので、今後いろいろ検討してまいりたいというふう 

には思います。 

◯議長 はい、６番、坂内譲君。 

◯６番 はいぜひとも、本当に喫緊のこの課題というか、本当にいつこういう 

ところに強盗も含めて外から何か危険なことが入ってくるかわからない 

状況なので、できましたら早めに調整をしていただきながら、町の予算 

だけではなく、国や県の補助等がこういうものに関してあるような話も 

聞いておりますので、ぜひとも検討していただければなと思います。そ 

れに関してはどうでしょう。 

◯議長 はい、総務課長。 

◯総務課長 そういった国や県の補助を含めまして情報収集しながら進めてまいり 

たいと思います。 
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◯議長 はい、６番、坂内譲君。 

◯６番 はい、ぜひとも、よろしくお願いいたします。続きまして事業のです 

ね監視カメラの、監視管理の促進について、地区の促進について聞きた 

いと思います。 

     私もやはりこういう防犯カメラ等を町が全て監視管理、運営をするの 

は、なかなか現状大変だなと私も感じているところがありまして、その 

中で、地区の区長様によっては、ぜひとも早く監視カメラを入れたいん 

だと言っていただいてる地区の区長様もいらっしゃいまして、実は私も 

ちょっといろいろ調べた中に、福島県警察街頭防犯カメラ設置補助金と 

かっていうのが地方団体や区とか町内会とか、そのあたりで入れるよう 

な地区の補助金もあって、ぜひともこういうものを金山町内の集落にお 

声がけをして、みんなで全体でじゃあやりましょうというものを、そこ 

の取りまとめとかを町とかでやっていただいて、管理運営はぜひとも地 

区に自分たちの地域の安心安全は地区で頑張ってやってみようという形 

のものを推進していくのも一つかなと思いますが、そういうやり方はど 

うでしょうか。 

◯議長 はい、答弁、総務課長。 

◯総務課長 今議員申された警察の関係の防犯カメラ設置補助に関しては、こちら 

の方でも把握はしております。おっしゃる通り、地区、自治会、そちら 

の方のカメラ設置について、上限５０万円の補助がされているところで 

す。こちらの方に関しても、町の防犯体制、そちらを補完するものとし 

ては有効なものであるというふうに捉えております。町の補助金ではな 

いにしても、町の補助金という考え方もあろうかと思いますが、既存の 

今現在ある中で対応するということも大切でありますので、そういった 

ところを情報、警察、場合によっては警察とも協議しながら打ち合わせ 

しながらやっていくべきものであるかというふうに考えております。 

◯議長 はい、６番、坂内譲君。 

◯６番 はい、ぜひともそういうものも検討していただいて、町内みんなが、 

やはり今のこの状況に、隣近所も隣のうちのなんか関係ないような人が 

来ていたら、何か物売りに来られてんじゃないかとか、そういうやはり 

地域全体で安全に対しての考え方を促進していただくようなきっかけに 

なるために、やはりこういう働きかけなんかはしていくのもどうかなと 

私としては考えていたので、こういうのはどうかなと思いました。それ 

と人が集まるような場所の個人、個人というか通常の道路沿いや車がよ 

く通るような場所の個人で設置するような場所、そういうところに個人 

でやる場合はそれに対しても町で一部協力をしていただいて、何かの際 

にはやはりいろいろ特定したりする場合に足取りを考えるっていうこと 

を考えていくのには、やはり通り沿いやその辺りの商店やいろいろな事 

業所に協力していただくということも、私はこれからは必要な施策では 

ないかなと思いますので、県や国の補助以外、町が独自でこういうもの 

に対して補助するような考え方で、前向きな何か考えているようなもの 

があれば教えてください。 
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◯議長 はい、総務課長。 

◯総務課長 はい個人の防犯カメラ設置に関する補助についてでありますが、こち 

らの方、町長の答弁でもございましたように、個人宅に設置する場合、 

個人任せになってしまう側面もあろうかと思います。やはりここら辺、 

そこら辺はプライバシーの侵害にならない、個人情報保護の観点から 

も、町の方でやはりガイドラインとかそういったものを設定しまして、 

それも住民の方によく理解していただき、そういった中で補助金という 

流れにするのが一番いいような流れだと思われますので、それにつきま 

しては今後勉強、研究させていただきたいというふうに思います。 

◯議長 はい、６番、坂内譲君。 

◯６番 ぜひとも県や国の方向性と一緒に、個人だけではなくて事業所、特に 

事業所のところであればその取り扱いも含めてぜひともガイドラインを 

設けていただきながら、ぜひ町内がやはり安心安全に地域の人たちが生 

活できる、心配のないようなバックアップというか、地域の支援という 

のをぜひともお願いしたいと思います。それとですね、やはりあの地域 

の中で全体が、今特に年配の人たちが、自分のところのもちろんいろい 

ろな何か一人で、一人暮らしの人たちは一人で考えなきゃいけないって 

いうこともよくあるようですので、やはり地域の人たちに防犯カメラが 

あることで、クマやそれ以外の不安に対応できるように、ぜひとも話を 

持っていっていただければなと思います。防犯カメラに関しては、以上 

で終わります。 

     続きまして人材確保に対する話です。私、先日かねやまホームさんの 

方にお話を再度聞きに行ったところ、やはり近隣町村では人材がいない 

状況で、満床にできずに地域に生活する人たちを地域で受け入れができ 

ないという状況がある中で、金山町は、やはり人材も含めて、何とか今 

不足のない形でやらせていただいてますと。ただそれには、やはり今イ 

ンドネシアから来ている人たちの、今かねやまホームに来てる人たち 

は、技能実習、技能実習生ではなくて、ええとですね。特定技能１とい 

うのを持ってきていらっしゃる方のようで、技能実習生よりはその活 

用、そこで働いていただくところのレベルの高い方たちが来ているよう 

で、かねやまホームの中でも、地域の人たちに言葉もかけながら、夜間 

の仕事もやっていただけるので、日中の仕事を地元の人たちに働いても 

らうっていう形も取れてて、とても助かっているという話を聞きまし 

た。インドネシアの日本語学校からご紹介をいただいて来ているそうで 

すけれども、以前ベトナムから来て、来るために、自分たちで家を建て 

てやったときにも、町ともいろいろ話をした経過があったけど、町にお 

願いするよりは、やはり自分たちでやきちんとやった方がいいというこ 

とで町は早めに協力の声をかけていただければ多少何かやれることもあ 

ったかもしれないなという話を言っていただいたようなんですが、やは 

りこれからやはり住宅の問題に関しては、やはりあの車の免許を持って 

ないということで、すごく大変な思いをしたということなんですけれど 

も、この答弁の中では、今、かねふくのような、かねふくに支援をして 
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いるので、まだ外国人の方たちに対する支援は、まだ考えていない状況 

ですという話でしたが、先ほどの同僚議員のを話の中に、町長から、や 

はりあのいろいろこれから人材に関しては踏み込んでＰＲをして来ても 

らうということもやはりやっていく中で、やっぱり外国の人たちにも、 

やはり同じ金山に来てくれる人としては、同じように地域の住民として 

これから働き手っていうだけではなくて、金山住民として、やはりあの 

温かく迎え入れしていただける町の支援というのも、これからどうして 

も必要になってくるんではないかなと思いますが、例えば住宅に住んで 

る人たちに通常はこのぐらいの金額ですけれども、地域で、遠いところ 

からこういうふうに頑張って地域のためにやる人たちに対してという町 

の支援という形で、考えたりすることはありませんか。 

◯議長 はい、答弁、町長。 

◯町長 坂内議員の質問ですが、ちょっといろいろなもの混ざったような感じ 

で私受けとめておりますけれども、最初の答弁でも申し上げました。現 

在のところ、支援の考えはないという部分で答弁しましたけれども、当 

然人材の確保は、基本的には各事業所の企業努力、それに対しての行政 

の支援というような組み立てになろうかと思います。例を申し上げれば 

特別養護老人ホーム、かねやまホームについては、独自の住宅を整備 

し、それぞれ人材確保に当たっているわけです。そういった部分につい 

ても、町でも支援した経過がございますし、なお当時としては財政基盤 

もしっかりしてて、自前でもやれるというような話もあったように私は 

聞いておりますので、その他それぞれこういった問題は、金山だけの問 

題でなくて、日本全体の問題だというふうに私は思います。当然外国人 

労働者を来ていただかないと、もう既に成り立っていかないというよう 

な状態もあるわけですから、そういった部分も調査検討して進めると。 

支援の考えはありませんというのは、現時点での話でございますので、 

これが未来永劫に行くということには思っておりませんので、その辺は 

ご理解をいただきたいというふうに思います。大変だ大変だ、金かかる 

金かかると言われても、その事業所の財務状況がどうなのかという部分 

もやっぱり判断しなければならないのではないかというふうに私は個人 

的には思いますので、そういった部分も加味しながら、検討を進めてま 

いりたいと思います。 

◯議長 はい、６番、坂内譲君。 

◯６番 町長のおっしゃることはよくわかります。確かにね、財務状況、自分 

たちのあるものは出さずに町や他のところに支援してくれというのは、 

私もそうではないと思うんですが、やはり今かねやまホームさんと建設 

会社かもしれませんけれども、これからやはりどうしても人材が必要 

で、これからどうしても受け入れをしながら何とか基盤を金山で作って 

いきたいというような事業所に対しては、やはりこういう支援も、この 

先可能性としてあるというものが、もし今すぐではなくてもいいんです 

が、そういうその地域の支援が外国人雇用に対して積極的な支援という 

ことがあるんであれば、もし受け入れをしたときに、例えば住宅はもう 
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すぐにどっかに入れるような場所が町の施設であるとか、そういうとこ 

ろも含めて、これは外国人だけではなくて、やはり他から金山に来てく 

れと言ってきたはいいけど住む場所がないとかっていうことが結構ある 

もんですから、やはりそれも含めて人材が金山に来るに当たっては、や 

はりこれから解決していかなくちゃいけないことではあると思うので、 

ぜひともこれからのその外国人の人材を受け入れするに対して、ぜひと 

も町が何かの支援ができるような形を考えていただければなと希望する 

ところです。 

     それで今町の役場としても、やはり職員がなかなか少ないような状況 

の中で、外国人とかの優秀な人たちを、町の職員だけではなくて、外部 

機関とかに入れるような何かがあればそれを検討するということはあり 

ませんか。 

◯議長 はい、答弁、副町長。 

◯副町長 坂内議員のご質問にお答えします。同じような話が前からありまし 

た。優秀な方について、町内の、町とは別なところでも採用してみては 

どうかみたいな話はありましたが、実際には年間を通じてその人にやっ 

てもらうような業務があるのか、その辺が一番重要な問題でありまし 

て、その需要があるような場合は民間と言わずに役場でも雇用したいと 

いうふうに前向きに考えております。はい、以上です。 

◯議長 はい、６番、坂内譲君。 

◯６番 みんな忙しいときは忙しくて暇になるときは暇になるということも含 

めて、やはり優秀な人材が本当にこの地方に来てくれるのか。ただ先日 

の一つのテレビの番組だけで金山に来たいという人、それはもちろん日 

本の方たちですけれども、やはり雇用に対して地域がどういう魅力があ 

るかによっては来たい場所になるのかななんて思って、すごく今回のあ 

る番組の紹介のされ方に関しては、とても金山町の魅力を全国に発信で 

きたのかなと思って、すごく良い効果が出ているなと感じております。 

そこの中で、そうやって紹介されることだけで、人員も金山に来たいと 

いう人が出てきたりということも考えると、先ほど町長が答弁したやは 

りいろいろな出し方、人材を紹介したりするために踏み込んでちょっと 

インパクトのあるような声の掛け方とか、ＰＲの仕方っていうのが本当 

にこれから大事になってきたのかなという気はしています。これは外国 

人の働くものとはちょっと違ってくるかもしれませんが、関連するの 

で、やはり先ほども話したように特にかねやまホームさんのような、金 

山町だからこそ、今こうやってやりくりできているけれども、やはり近 

隣町村で満床にできない現状がほんのちょっとの掛け違いで、私達の町 

にも、もしかしてそういう状況が来るのではないかと思うと、やはり町 

が掲げている安心安全なこの町が考えている方向とちょっと不安が出て 

こないように、ぜひとも人材の確保に関しては、やはり今頑張っている 

人たちに声掛けだけではない支援を、ぜひともこの先考えていただける 

ようにお願いしたいなと思います。 

◯議長 はい、答弁、町長。 
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◯町長 坂内議員から人材確保に関連する部分でいろいろご質問ご提案いただ 

いております。１回目の答弁を申し上げましたが、今後いろんな情報収 

集、調査を進めるということでございますので、ご理解いただきたいと 

思います。 

◯議長 いいですか。以上で６番議員の一般質問を終わります。 

   

 

 

（４番目、１番議員、大竹一樹議員） 

   

◯１番 １番、大竹一樹、通告書に基づき質問いたします。 

     時代に合わせた施策展開を。「移住者増加」と、全国テレビで取り 

上げられるなど、メディアの効果もあり、金山町が注目され、様々な場 

所から訪れる方が増えていると感じます。賑わいを一過性で終わらせず 

継続的なものにし、町を将来にわたり維持していくには、時代の変化に 

柔軟に対応できる施策、チャレンジする施策が必要であると考えます。 

変化が加速する時代と向き合う町の姿勢について、以下３点ございま 

す。 

    １点目、町内Ｗｉ－Ｆｉ環境整備事業の今後の展開と課題は。 

    ２点目、ふるさと住民登録制度や、ガバメントクラウドファンディン 

グ、文化財の観光地化など、自主財源確保や関係人口増への新たな取り 

組みの進捗、検討は。 

    ３点目、行政、議会のペーパーレス化とデジタル化や業務効率化につい 

ての考え方は。以上です。よろしくお願いします。 

◯議長      はい、答弁、町長。 

◯町長 大竹議員の質問にお答えします。 

     初めに、町内Ｗｉ－Ｆｉ環境整備事業の今後の展開と課題についてで 

あります。現在、本町におけるＷｉ－Ｆｉ基地局数は４０ヶ所となって 

おり、令和８年度中に新たに３ヶ所程度の整備を予定しております。し 

かし、現状の運用につきましては、２点の課題があると認識しておりま 

す。１点目は、電波の安定性であります。天候や周辺環境などにより電 

波が安定せず、基地局ごとの差や、１ヶ所に多数の利用者が集中した際 

に、通信遅延や接続不良が発生しており、まだまだ屋内向けに利用でき 

る水準には至っておりません。２点目は、今後の機器調達に関する懸念 

であります。政府の方針により、自治体のＩＴ機器調達は、政府の評価 

制度で認定された機器に限定され、セキュリティ上の観点から中国製品 

などの海外製品が事実上排除される見通しとなっております。現在、本 

町の基地局の機器には指向性アンテナなどに該当の海外製品が含まれて 

おり、故障などによる今後の部品の調達が難しくなる可能性がありま 

す。今後の展開といたしましては、これらの課題を踏まえた上で、部品 

の調達方法や基地局の増設などを含めて検討してまいりたいと考えてお 

ります。 



30 

 

     次に、自主財源確保や関係人口増への新たな取り組みについてであり 

ます。ご質問にありましたふるさと住民登録制度や、ガバメントクラ 

ウドファンディング、文化財の観光地化などは、いずれも比較的新しい 

制度や考え方だと理解をしております。ふるさと住民登録制度について 

は、本年度、国が選定した自治体でのモデル事業実施を経て、本格運用 

が開始される予定であります。町でも３月末に発出されたガイドライン 

により制度内容などの把握を進めるとともに、関係人口創出に知見のあ 

る団体に連絡を取っているところであります。ガバメントクラウドファ 

ンディングは、町が取り組みたいプロジェクトを明確に示し、目標金額 

や募集期間を定めて募集するもので、プロジェクトに共感した人がふる 

さと納税という形で資金提供する形式だと理解しております。使途が明 

確で、地域課題解決への共感から生まれる寄付で、町にとっても目標額 

に達していなくても寄付額が町に届けられることから、プロジェクトへ 

の確実な資金充当が可能となるメリットがあります。町が特徴的なプロ 

ジェクトを行う際や、地域課題解決に向けた事業を行う場合、同制度は 

有効な自主財源確保の手法と思われますので、今後の導入可能性につい 

て調べを進めたいと思います。文化財の観光地化についてですが、町内 

にも土器や民具を始めとする多くの資源がございます。これまでにもご 

指摘やご意見があったように、それらの多くは適切な保存・活用がされ 

ていない状態にあると理解をしております。今後、町内各所に点在して 

いる文化資源について、資料保存と合わせ、文化観光、地域の活性化に 

繋がる利用方法の模索を加速させる必要があると考えております。 

     町が新しい事業・プロジェクトに取り組む際には、財源の確保が重要 

であります。新しい制度や考え方をよく理解し、活用し、時代に合った 

手法で、自主財源の確保に努めてまいります。 

     次に、デジタル化や業務効率化についてでございます。議員が要旨で 

触れました通り、触れられました通り、当町に生まれている新たな賑わ 

いを一過性で終わらせず、将来にわたりこの金山町を維持していくため 

には、私達行政自身が時代の変化に柔軟に対応できる組織へと変革して 

いく必要があると考えております。初めに、デジタル化や業務効率化の 

考え方については、町総合計画にありますように、行政サービスにデジ 

タル技術やＡＩを活用して、住民の利便性向上や業務効率化を図り、捻 

出された職員の時間と労力を対人サービスや複雑化する地域課題を解決 

するための計画立案といった、人にしかできない付加価値の高い業務の 

向上に繋げていくことも必要であると認識しております。町といたしま 

しては、福島県と会津地域１３市町村で構成される会津地域課題解決連 

携推進会議に参画しており、県のアドバイスや近隣町村との情報交換を 

行い、少しでもデジタル化を図りながら、業務効率化を進めてまいりた 

いと考えております。 

     次に、ペーパーレス化についてであります。行政におきましては、各 

種台帳などはシステム完全に移行し、順次、ペーパーレス化を図ってお 

ります。文書や会議等の資料は紙媒体で対応しておりますが、職員への 
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タブレットの対応や会議におけるペーパーレス化等課題は多くあります 

が、今後も可能な範囲でペーパーレス化に努めてまいりたいと思いま 

す。以上です。 

◯議長 はい、１番、大竹一樹君。 

◯１番 はい、それでは再質問していきます。まずは町内Ｗｉ－Ｆｉ環境整備 

事業についてです。今やインターネットは必須の時代になってますが、 

こういったＷｉ－Ｆｉを整備して観光の方や町民の方に使っていただこ 

うという取り組みで、数年に渡り取り組みされているということは、私 

は大変良いと思っております。ですが、その中で今、議員の控え室でち 

ょっとそのスピードのテストを自分でやってみたんですけど、通常の通 

信で、大体ダウンロードにその６０ｂｐｓという単位があるんですけ 

ど、控え室でフリーＷｉ－Ｆｉを中継機を使って入れてみたところ、約 

１０ｂｐｓと６分の１ぐらいのスピード、そのダウンロードのスピード 

だったので、ちょっと現在は、現実的に実用的ではないなというのが私 

のちょっと感想で、なんですけど、長々といろんなところに通信局をつ 

けて町内全部カバーしようとしていくとどんどんコストもかかってしま 

うと思うので、この答弁にもこれからも検討してまいりたいとあるんで 

すが、町長は今のところこのＷｉ－Ｆｉの今後の方向性をどのような方 

向で検討しているのか、教えていただきたいと思います。 

◯議長 はい、答弁、町長。 

◯町長 今の環境がいいというふうに私は思ってません。まだまだ改良の余地 

があるということでございますので、具体的な進め方については、担当 

課長より、答弁させます。 

◯議長 はい、答弁、総務課長。 

◯総務課長 現在フリーＷｉ－Ｆｉ、４０ヶ所設置しているところなんですが、特 

に建物内、そちらの方で使用するのにはやっぱ電波が弱すぎるという状 

況になっております。要因としましては基地局、基地局からの距離が離 

れすぎている。距離に比例して電波が弱くなる。そういったことと、ア 

ンテナの角度、そちらから離れすぎていると弱くなると。あとは基地局 

と建物の間に障害物、物置であるとか樹木であるとか、そういったもの 

があった場合でも、電波は弱くなると。どういう要件、あるいは逆に壁 

が薄いとか、基地局側に窓が向いてる場合は、室内でも使えるのかなと 

いう傾向が見られます。昨年度、中継機、室内で使う中継機の方をレン 

タルしたわけなんですけども、ちょっと実数の方は全て把握はしている 

わけでないんですが、やはりその中継機使ったからといって、電波がす 

ごい入ったよっていう人もいればそうじゃないっていう人もいて、やは 

りそこらへんもケースバイケースではあるなっていうふうに認識してお 

ります。今後の現実的な対応としましては、やはりそのランニングコス 

トを考えた上で、今町所有の柱にＷｉ－Ｆｉのアンテナを設置している 

ので、そういったものを鑑みながら、たくさん本数設置するとまでは言 

い切れないんですが、そういったことでとりあえず対応してまいりたい 

というふうに考えております。 
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◯議長 はい、１番、大竹一樹君。 

◯１番 ということは、前ちょっと説明があったように、その町内の各戸にＷ 

ｉ－Ｆｉを引けるような整備をまだ諦めてないというか考えているとい 

うことでしょうか、町としては。 

◯議長 はい、答弁、総務課長。 

◯総務課長 行く末はそういった見極めも必要であるような状態になるかもしれな 

いんですが、とりあえず町で使ってる町所有の柱に対して防災柱とかサ 

イレン使ってる柱なんですが、そちらの方で設置して対応してまいりた 

いというふうに思います。ただし見極め、見極めは必要かとは思われま 

す。 

◯議長 はい、１番、大竹一樹君。 

◯１番 実際に私が今住んでるとこにも電波来てないんで、なんていうか、無 

理をしなくてもいいというか、その災害のときの避難所であったりと 

か、観光の施設であったりとか、そういったところでしっかり使えるっ 

ていうのがまず第一なのかなと私は考えてます。なので全部に広範囲で 

カバーして今の通信状況であるなら、そういった主要な施設のところで 

しっかり使えるような整備をしていただきたいと考えているので、そう 

いったときは、場合によってはその施設の中、屋内などに中継機をしっ 

かりつけていただくか、もしくは、場合によっては屋内にしっかり有線 

で引き込んで使えるようにしていただくっていうふうな検討をしていた 

だきたいなと私は考えますが、いかがでしょうか。 

◯議長 はい、答弁、総務課長。 

◯総務課長 はい、ただいまのご質問にお答えいたします。議員おっしゃられます 

ように、確かにに全戸、全家庭で等しく使えない状況であった場合、本 

当に必要なっていう言い方はちょっと適切ではないかもしれないですけ 

ど、避難所、緊急事態に対応する避難所であるとか、観光施設、メイン 

のお客さんがいっぱい集まるようなところでそこをメインにするという 

考え方は十分にあり得る考え方だと思います。町としましても今Ｗｉ－ 

Ｆｉ、そちらの電波の状況の確認というか、Ｗｉ－Ｆｉの台帳というも 

のを整備しておりまして、Ｗｉ－Ｆｉの電波が流れていくっていうか向 

かう方向の強弱、そちらの方は継続している状態でありますが、実際に 

そういった避難所あるいは観光施設の中に入った場合、そういった中に 

入った場合の電波の受信状況の調査まではまだ実施はしておりませんの 

で、それにつきましては今後実際に調査をした上で、まず通信環境どう 

いった受け手側の通信環境がその施設の中でどういった状況であるの 

か、そちらの方を調べて、調査してまいりたいというふうに考えており 

ます。 

◯議長 はい、１番、大竹一樹君。 

◯１番 私も全部家にも引けたらいいなとは思うのですが、まずはそういった 

ふうに臨機応変というか、できるだけ災害時とかそういったとき大事な 

ときに使えるようなＷｉ－Ｆｉにしていただきたいなと思いますので、 

今後よろしくお願いします。 
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    それでは次の質問にまいります。自主財源確保や関係人口増への取り組 

みということで、町としても、こちらの資料提出していただいた移住者 

数などが書いてあるこの２枚続きの資料、提出していただいてありがと 

うございます。こちら令和７年１２月の勉強会でいただいたものにちょ 

っと追加されてると思うんですけど、この中でやはりその条例にもあり 

ますように、４５歳以下の若手、若者を定住促進していきたいという町 

の考えもあると思いますので、やっぱりその若い人が増えれば、町全体 

も活気づきますし、そういった方をどのように呼び込んで、転出しない 

ように繋ぎ止めるかっていうことを考えていきたいという視点で質問さ 

せていただきたいと思います。まずこの質問の最初にあるふるさと住民 

登録なんですが、この、今度は提出した資料にある、昨年の議員研修で 

山梨県小菅村に視察に行ったときに、そのこすげ村人ポイントカードと 

いうものを説明いただきました。ここで私が思ったのは、町民にも、そ 

の住んでいる町民にもメリットがしっかりあるというのがいいなと思い 

ました。導入のコストとしては４５０万ほどで、稼働で年間およそ２０ 

０万円ぐらいのコストがかかっているということなんですけれども、先 

に３番議員も質問であったように、そういった高校生とか、国の制度に 

沿うだけではなくて、いろいろな方面で関係人口を増やすための、なん 

だろう、こういった小菅村のような独自の、町民を巻き込んだり、いろ 

んな関係人口を増やしたりとか、来たくなるような仕組み作りという 

か、独自の制度をぜひとも研究していただきたいと思って今回挙げまし 

たが、今のところはどのようにお考えでしょうか。 

◯議長 はい、答弁、企画課長。 

◯企画課長 それでは一番議員のご質問にお答えいたします。今回資料をいただき 

ました小菅村のポイントカード、小菅村のカードについてでございます 

が、私もあの研修に一緒に行かせていただいて、大変先進的な取り組み 

をしているなというふうに非常に感心したところでございます。その 

後、ご存知の通り、国でも住民登録制度というものを実際に運用しよう 

ということで、午前中の質問にもあったように、ふるさと住民登録制度 

ということを開始したところでございます。この小菅村の例もそうです 

が、これに登録された人にはメリットがある。例えばポイントが貯まっ 

てそれが使えるというようなものを小菅村でもやっておりますし、ふる 

さと住民登録制度でも先ほども午前中もちょっとお話したように、町民 

と同じとかそれに近いようなサービスを受けられるというようなものが 

多くのところで考えられております。これから町でもどのようなものが 

いいのか、どのようなサービスといいますかメリットが付けるのがいい 

のか、なるべく特色を出したもの、すぐにできるかどうかわかりません 

が、改良改良を重ねて独自性のある良いものにしていきたいというふう 

に考えているところでございます。 

◯議長 はい、１番、大竹一樹君。 

◯１番 はい、昨年度からこのふるさと住民登録制度で、モデル事業で全国で 

も何自治体かモデル地区となってて、近くだと西会津町がモデル地区にな 
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ってるそうで、ちょっと見てみたんですけど、やはりメールマガジンみた 

いな形で、ちょっとこう村の濃い、町の濃い情報を流したりとか、そうい 

った形のようなのですが、やっぱりそれだけではなくて、やはりまず来て 

いただいて、いろいろやっていく地区の人手も不足している普請に出てい 

ただいたりとか、そういったできるだけどちらにもメリットがあるような 

取り組みを、独自にでも良いので作っていただければいいかなと考えてい 

ますので、よろしくお願いします。 

  次のガバメントクラウドファンディングと挙げたものですけど、こちらは 

ふるさと納税の延長のような形だそうで、やはりその企業版ふるさと納税 

にも通じます。やっぱり町として何とかしたい課題に共感して寄付してく 

ださる方を募っていくというものなんですけれども、やはりその、これも 

先ほど同僚議員の質問であったように、町長の答弁でそのいろいろと発信 

の方法についても工夫していきたいといった答弁があったように記憶して 

います。で、やはりこういったものを取り組んでいくためには、明確なビ 

ジョンを持って町としてこういう課題に解決に取り組んでいきたいという 

ビジョンを持ってやれると良いことがあると思うので、こういった事業を 

通して課を横断してプロジェクトチームなどを組んで行っていただくとい 

うことを提案したいのですが、いかがでしょうか。 

◯議長 はい、答弁、町長。 

◯町長 今、大竹議員からガバメントクラウドファンディングの取り組みにつ 

いて、課を横断して取り組みを進めたらどうだというような提案をいた 

だきましたので、３番議員の中でもいろんな部署部署で連携をとりなが 

ら進めていくというような答弁をしておりますので、具体的にはいつか 

らというふうなことは申し上げられませんけれども、そういったことも 

やはり日常の他の施策、行政事務執行する上でも、これからはやはり担 

当課ばかりでなくて、それぞれの課と情報を共有して行政を進めていく 

必要があるというふうに私は思っておりますので、ご提案を真摯に受け 

止めてまいりたいと思います。ありがとうございます。 

◯議長 はい、１番、大竹一樹君。 

◯１番 では、このガバメントクラウドファンディングっていうのは、やはり 

ふるさと納税と一緒で、リターン、返礼品があったりするんですけど、 

そういったものとあわせて、返礼品の魅力化っていうのもぜひとも考え 

ていただきたいと思ってます。最近ですと、米とか炭酸水とかがたくさ 

ん出て、その在庫がなくなってせっかく納税していただく機会がある中 

で、やはり在庫がなくなってもったいないなという思ってしまうことも 

多いので、ここで私がちょっと提案したいのは、やはり物だけではなく 

て、例えばですけども霧幻峡の渡しとかそういった体験のコンテンツで 

も町は魅力的なものを持っていますので、そういったものの返礼品のコ 

ンテンツ、そのガバメントクラウドファンディングの返礼品でもいいで 

すし、今ある物に追加してふるさと納税の返礼品にしても良いと思いま 

すが、いかがでしょうか。 

◯議長 はい、答弁、はい、企画課長。 
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◯企画課長 それでは１番議員の質問にお答えいたします。ふるさと納税に関する 

部分もございました。返礼品の魅力化っていうことも話に出ました。金 

山町には特色ある返礼品、魅力ある返礼品ございますが、他の大きな自 

治体とかで比べるとどうしてもその量、生産量に限りがあるというの 

は、ある意味で致し方ないところではありますが、極めて光る返礼品を 

これからもを発掘していきたいというふうに考えております。その中 

で、議員からご質問あったように、いわゆる物ではなくて体験型の返礼 

品というようなのも一つの方法だというようなことは、担当課としまし 

ても十分理解をしているところでございます。金山町には、お話のあっ 

たようにその船、霧幻峡という船もありますし、冬は雪が降ってスキー 

もできるというような環境もありますので、町の自然環境を生かした、 

そういったものについて返礼品として取り扱っていくという部分につい 

ては、十分に検討を進めてまいりたいというふうに考えております。 

◯議長 はい、１番、大竹一樹君。 

◯１番 はい、ありがとうございます、ぜひお願いします。次の項目という 

か、文化財観光地化に移りたいんですけれども、これもちょっと前のと 

関連してくることがあって、先日、友人が新潟県の弥彦村の国登録文化 

財で、画家なんですけど個展をしていまして、そこにちょっと伺って見 

てみたところ、クラウドファンディングでその描いた絵を返礼品にし 

て、その資金調達を施設の修繕に充てているといった取り組みをしてい 

て、そういった形でその文化財の保護の資金を財源とできるのではない 

かなというふうにも考えました。現在はそういうアーティストインレジ 

デンスっていう、ここら辺でいうとまた西会津町にある国際芸術村みた 

いに、滞在しながら画家が地域の活動も一緒にしながら絵を描くってい 

う施設も需要があると聞いてます。ですので金山町にも、そのように使 

えそうな文化財あると私は思っていますので、ぜひともそういった新し 

い財源の確保の取り組みも、これもその教育委員会だけではなくて、分 

野横断的に、そういった財源を確保する努力を検討していただきたいと 

思いますが、教育委員会としてはどのようにお考えでしょうか。 

◯議長 はい、答弁、教育次長。 

◯教育次長 はい、ご質問ありがとうございます。町長答弁にあったように、まず 

文化財の大きな課題としては、適切な保存活用がされていない状態にあ 

るというところであります。それから、文化財がいろんなところに点在 

しているというところにも課題があると思っています。まずは教育委員 

会としては、その課題を１個ずつクリアしていきたいと思ってます。そ 

の上で、クラウドファンディングなどを通して、文化財の施設の保護、 

文化財の保護や施設の改修に当たるといった取り組みかと思いますが、 

文化財に関してだけでなくて、いろいろな町の課題に考えられる取り組 

みなのかなと思います。当然ですけど文化財行政に関しましては、現在 

金山町で遅れている部分、ちょっとずつ取り返しながら、まずは人的資 

源であるとか施設を保管、展示するような資源であるとか、そういった 

ところをしっかりと整えた上で。次のステップとして、こういった財源 
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の確保としての文化財の魅力発信というところに繋いでいければいいな 

と思っております。 

◯議長 はい、１番、大竹一樹君。 

◯１番 やはり保存業務というのもとても大切だと思うので、ぜひそこはしっ 

かりとやっていただきたいと思います。そして、やはりその保存する場 

所をしっかり整備していくということにも、このクラウドファンディン 

グなどで町にゆかりのある人などかお金を集めさせてもらって、しっか 

りとした保存施設を作って、町の魅力を向上させるというやり方もある 

と。町としてしっかりそれをやりたいんだという思いを持って作ってい 

けばできることなのかなと思いますが、どのようにお考えでしょうか。 

◯議長 はい、答弁、教育次長。 

◯教育次長 先程の答弁の中で、まずは保存、それから展示の体制をまず整えてか 

らと申し上げましたが、議員おっしゃるように具体的に考えながら進め 

ていくことはすごく重要だし大事なことだなと考えております。その先 

を見据えて、今後、単なる文化財を保存するだけでなく、文化財を活か 

した地域づくりをどのように展開していくのか、その財源確保はどうす 

るのかというところを一体的に考えながら進めていきたいと思います。 

◯議長 はい、大竹一樹君。 

◯１番 ぜひ、よろしくお願いします。 

     それでは最後の、デジタル化についての質問にいきます。こちらは、 

新総務課長に伺っていきたいと思っていますが、やはりそのデジタル化 

とか効率化というのをすぐに全部やるというわけにはいかないというの 

は大変わかります。しかし、慢性的な人手不足が続いているのであれ 

ば、やはり町の行政としても、変えるべきこととそうでないことは決め 

て効率化していくことは、私は必要ではないかと考えています。例えば 

その事務作業の簡略化であったりとか、行政の住民に対するサービスで 

あれば、行かなくて良い窓口を検討するとか、やはりその仕事で忙しい 

けど土日はやってないので休みを取ってこなければならないとかそうい 

った方も多いかなと思うので、行かなくてよければかなりそういった、 

やらなければならない行政手続きは簡単になるのではないかなと私は考 

えます。なので、まずは行政サービスだったり、業務の効率化を希望す 

る町民や職員の意見を聞くアンケートをしたりとか、直接でもいいんで 

すけど、そういった意見を聞く場を積極的に設けてほしいと思っていま 

すが、いかがでしょうか。 

◯議長 はい、ご指名ですので、総務課長、答弁。 

◯総務課長 はい、ただいまの議員の質問にお答えいたします。職員数が少ない中 

で、やはり人手不足、あるいは自分の効率化を図るためには、そういっ 

たデジタル機器関係、ＤＸ関係の整備っていうのは必要かと思います。 

議員おっしゃられた通り、いきなり何から何までというふうにやると、 

当然予算の方もかかるもんですから、いきなり全部は無理だと思います 

ので、とりあえず今、今現在ですと、少なくとも例えば具体的な例で申 

しますと、職員の使う公用車、これは当然以前は紙ベースで書いてもら 
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ったっていう感じにしてたんですが、現在はサーバー内にエクセルデー 

タでもって書き込んでもらうというようなふうにして、わざわざ総務課 

まで出向かなくてもできるような状態にしております。総務課内で例え 

ば気づいたことはそうやって直すことはできるんですが、先ほど議員指 

摘された、職員の方々の意見を聞くという視点は非常に大切であるとい 

うふうに思います。どういった形でそういう話をもうけるかは今後考え 

ていくべきものだと思うんですが、そういった職員の意見を集約して、 

こういうところから、身近なところから変えていこうという視点でもっ 

て進めていくことが大事であるというふうに認識しております。 

     あと、窓口サービス関係ですが、例えば先ほど言いました、土日は、 

すみません、土日は閉庁してる状態なので、そういった方休みの日に来 

られる、あるいはいろんな手続きを行政サービス別な場所でできないか 

とか、そういった考え方があると思います。そこらへんもシステムに関 

わる部分でありまして、町単独で整備するには膨大な予算がかかるのが 

想定されます。今会津計算センター、近隣市町村で加入してるんです 

が、そういった中で共有で共同で負担金を出して運営してるところなん 

ですが、そういったやっぱ近隣町村、状況的には一緒だと思いますの 

で、そういった中でそういう意見を出し合いながら、複数の自治体で対 

応するっていうのも一つの考え方であるというふうに思います。以上で 

す。 

◯議長 はい、１番、大竹一樹君。 

◯１番 やはり近隣町村が同じような、総務課長おっしゃる通り、課題を抱え 

ていると思うので、連携しながら進めていってほしいと思います。で、 

この中で、ちょっと個人的なことも入るんですけど、やはりその町から 

いろんな文書が送られてくるときに、封筒を開けてみると紙１枚しか入 

ってなかったとかそういったことも結構あって、やはり封筒代とか郵送 

代も馬鹿にはできないなというふうに感じてはいるところです。なので 

その辺りもデータ化を希望する町民の方には。、メールアドレスを聞い 

てＰＤＦで送付するような仕組みなどを検討していただければと思った 

のですが、いかがでしょうか。 

◯議長      はい、答弁、総務課長。 

◯総務課長 はい、ただいまの質問に対してお答えいたします。データ化してメー 

ルで送る、あるいはＬＩＮＥで送るとか、そういった形になろうかと思 

いますが、そのときに一番気をつけなくちゃいけないのはやっぱり誤送 

信っていうことだと思います。その運用の仕方に関しては、もちろんや 

る、そういったことを行うこと自体は、ペーパーレス化という観点から 

考えますと有効なものだと思いますが、運用の仕方につきましては、ち 

ょっと当町の方でもそういったメールでの文書とかやってないので、先 

進の自治体があるのかどうかも含めて、やっぱり勉強、研究していくべ 

きものであるというふうに考えております。 

◯議長 はい、１番、大竹一樹君。 

◯１番 本当に誤送信は確かに良くないというか、気をつけなきゃいけない課 
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題だなとは思うので、やっぱりちょっと思いつきというか、こうだった 

らいいなっていう部分もあったので、そこら辺はその先進自治体、私も 

研究しながらまたいろいろ進めていければいいなと思いますので、よろ 

しくお願いします。 

    次に議会の、最後に、議会のペーパーレス化ですが、令和８年度の当初 

予算で印刷製本費というものを全部見てみたら、総額で約７８０万円ほ 

どありました。これが一概にこういった資料全てではないとは思います 

し、消耗品費とかにも、紙やインク代なんかも入ってるんではないかと 

思うんですけど、そういったものを全て例えば、仮に電子化できた場合 

は、そういったコストの削減も期待できますし私ここに今回、今回の議 

会で必要だと思った資料を全部持って来てみたんですけど、これだけの 

資料を持ち歩くことになりますが、タブレットに全てデータとして入れ 

られるようになれば、これ一つでこの分がなんて言ったらカバーできる 

というか、これを持ち運ぶだけで議員活動ができるということも最大、 

私にとってはすごく良いメリットだなというふうに考えてますので、や 

はり行政も議会も次の世代が参入しやすいような環境を整えることが必 

要で、それが私の役目でもあると思っています。やはり近い目標として 

は、文書や議会資料をデータでいただいて、いただいてこういったデジ 

タルを使って、より良い議論ができると私は思っています。なので、自 

分たちが効率よく密度が濃い議論をするためにできることは進めたいと 

思っていますが、こういった議会資料なんかをデータ化して対応して、 

せっかく貸与していただいたタブレットですので、こういったところに 

送っていただくという考えを町長はどのようにお考えでしょうか。 

◯議長 はい、答弁、町長。 

◯町長     いわゆるデジタル化ということでございますが、議会の方では既に全 

議員にタブレットを支給されたということで、どのような方法で活用さ 

れているのかなという部分で私は注目しているところでございます。な 

お、ペーパーレス化は各自治体で取り組んでおりますので、私もいろん 

な書類の決裁文書が回ってきます。電子決済という方法もございますの 

で、そういった部分を取り入れている自治体もありますから、一から十 

までペーパーレス化ということでなくて、できることからペーパーレ 

ス化を図っていくというような基本的姿勢でこれから取り組んでいくこ 

と、常に、ペーパーレス化にできないかというような視点でもって業務 

にあたるということが大事ではないかと思っていますので、それぞれ課 

長会などを通しながら、どういった部分をペーパーレス化できるのかも 

含めてやっていきたいなというふうに思ってます。我々世代からすると 

紙が一番だなというふうに思っているわけですが、これから後の質問も 

ございますがゴミ減量化というような部分ございますし、そういった部 

分も考えあわせながら、デジタル化も進めていかなければならないとい 

うふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

◯議長 はい、大竹一樹君。 

◯１番 最後になりますが、やはりペーパーレス化を希望する議員、私以外に 
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もいていろいろ話すんですけど、全員がペーパーレス化じゃなくていいと 

思います。それはもう本当にその紙が良い方もいますし、私も紙の方がい 

い場合もありますし。なので、その両方選べる環境をぜひ、私達議員だけ 

で整備しても行政側で進まないと議会でも全然進まないと思いますので、 

ぜひ、これはその行政側のそのデジタル化と併せて、紙とデジタル選べる 

環境を先に整備していただきたいというのが私の願いでもありますが、そ 

こはいかがでしょうか。 

◯議長 はい、答弁、町長。 

◯町長 当然我々執行部側もいろいろペーパーレス化されて、タブレットの操 

作も堪能な職員もおりますけれども、堪能でない職員も当然あるわけで 

す。当然、進めていくには、ある一定期間、ペーパーレス化と紙媒体と 

いう部分でも進んでいきながら、だんだんにペーパーレス化の方に集約 

していくというような手法をとっていくのが、一番皆さんにいろんな相 

談する中でも、そういった方法が効率的ではないのかなというふうに思 

ってますので、よろしくお願いします。 

◯議長    はい、１番、大竹一樹君。 

◯１番     その同時並行というかそのデジタルと紙の並行は、いつから検討して 

いただけるでしょうか。それだけ教えてください。 

◯議長 はい、答弁、町長。 

◯町長 いきなりいつから言われましても、私ここでいつかやりますという答 

弁を持ち合わせていませんので、ただ、大竹議員とのやり取りの中での 

趣旨を十分踏まえて取り組みを進めたいと思います。 

◯議長 以上で１番議員の一般質問を終わります。 

   

 

 

 (５番目、５番議員、加藤夕子議員) 

   

◯５番 傍聴人の皆様、遅くまでありがとうございます。それでは、大きく２ 

つ通告いたしましたので、順次質問いたします。 

   では発言事項１、資源ゴミの分別回収における住民負担の軽減につい 

て。「なぜ、せっかく細かく分別したプラスチックなどの資源ゴミを出 

すのに、燃やせるゴミと同じ１枚４０円もする高い指定袋を使わなけれ 

ばならないのか」という疑問の声が寄せられています。本来、ゴミの有 

料化ルールというのは、燃やすゴミはお金は取るけれど、資源ゴミは分 

別してくれたらタダ、市販の安い透明袋でＯＫとするのが住民の分別意 

欲を高める正しい設計です。今の本町の仕組みには、住民に手間をかけ 

させた上に、高い袋代も取るという二重の負担になっています。実際、 

会津若松市では今年４月から家庭ゴミを完全有料化しました。プラスチ 

ックなどの資源ゴミについては指定袋をなくし、市販の透明袋で無料で 

出せる仕組みを導入しました。過疎地域ゆえに、収集運搬コストがかか 

るという４町村、組合抜かしてください、４町村の財政事情は理解でき 
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ますが、物価高が続く中、この負担は町民特に高齢者の生活にとって決 

して軽くはありません。そこで町長に、以下３点お伺いいたします。 

１、プラ資源ゴミに燃やすゴミと同額の有料ゴミ袋を課している現状の 

妥当性についてどうお考えか。２、会津若松市のように資源プラは市販 

袋で無料とする手法をどう評価されるか、３、４町村の協議の場で、町 

が主導して、資源ゴミの袋の値下げまたは市販袋の解禁を提案する考え 

はありませんか。 

         では、発言事項２つ目。メディア露出に伴う大塩天然炭酸井戸等の急激 

な混雑への対応と、持続可能な維持管理財源の確保について。本年５月 

２０日、全国放送の羽鳥慎一モーニングショーで町の天然炭酸水等が約 

１３分間、大々的に特集されました。世界的な希少性と無料で汲める場 

所、ペットボトルを何本も持参して日常的に汲みに来ている様子が広く 

全国紹介されたため、放送直後からは、現地は大混雑しています。この 

混乱は容易に予測できたはずですが、町としての事前の備えや迅速な初 

期対応が見られません。現場では駐車問題、ゴミのポイ捨て等のマナー 

悪化が多発し、一歩間違えれば重大な事故に繋がりかねない危機的状況 

です。これを、無対応のまま放置することは、行政の危機管理意識の欠 

如と言わざるを得ません。何より深刻なのは現場の維持管理です。現 

在、炭酸井戸は大塩炭酸水保存会の皆様が、町からのわずか１１万ほど 

の協力金で維持していますが、会員の高齢化が進む中、この大混雑への 

対応はボランティアの限界をはるかに超えています。町の宝を、一部の 

高齢住民の自己犠牲のみに頼る体制はもはや持続不可能です。以下、質 

問いたします。 

１、事前のリスク想定と現状把握について。放送前後における混雑や周 

辺道路への状況と、現在把握しているトラブルの現状認識を伺います。 

２、緊急の対策について。違法駐車やゴミ問題に対し、ルールの明文 

化、週末の巡回、誘導員の配置など、今すぐ講じる緊急対策の実施時期 

を伺います。 

３、協力金箱の設置と持続可能な管理体制について。炭酸井戸を荒らさ 

ないために、来訪者から協力金を募る仕組みを早急に導入すべきです。 

集まった独自財源を高齢化する保存会の支援に充てる他、番組でも紹介 

されたかねふくなどのマルチワーカーの力を有償で生かすなど、町の一 

般財源に頼らない持続可能な管理体制を構築すべきと考えますが、町長 

の見解を伺います。以上、よろしくお願いいたします。 

◯議長 はい、答弁、町長。 

◯町長 加藤議員の質問にお答えします。まず議員ご指摘の通り、物価高騰が 

続く中で、住民の皆様が日々の生活負担を少しでも軽くしたいと考える 

ことは当然であり、ゴミ袋代についても負担感という声は真摯に受けと 

めております。一方で、本町のゴミ収集および処理の仕組みについて、 

制度の前提を正しく共有する必要があります。本町で使用しているゴミ 

袋は、柳津町、三島町、昭和村と共通規格で運用している指定袋であり 

ます。これは、ゴミの適正な収集、分別確認、運搬および処理を円滑に 
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行うため規格を統一しているものであり、市販品ではありますが、一般 

流通品より一定程度価格が高くなる面があります。ただし、４町村は家 

庭ゴミの有料化を実施しておりません。つまり、現在のゴミ袋の価格は 

会津若松市のようにゴミ処理費用や収集費用を上乗せして、住民の皆様 

から徴収している仕組みではありません。４町村のゴミ処理に要する経 

費が反映された結果ではありませんので、袋そのものの製造や流通規格 

統一に必要な経費によるもので、ゴミ袋を購入すること自体がゴミ処理 

手数料を負担していることを意味するものではありません。また、プラ 

ゴミは資源ゴミではありますが、紙類やアルミ缶と違い、売却益が発生 

せず、燃やすゴミと同じように処理費用がかかります。 

    こういった状況の中でご質問に順次お答えをいたします。初めに、プ 

ラ資源ゴミに有料ゴミ袋を課している妥当性についてです。４町村に 

おいて、可燃ゴミと資源ゴミの袋価格に差がないのは処理費用とは関 

係なく、ゴミ袋の製造原価や流通経費を結果としての市販価格となっ 

ているからで、４町村の経費が反映したものではございません。資源 

ゴミを細かく分別し、再資源化にご協力いただいている皆様の取り組 

みに深く感謝を申し上げます。資源化されるゴミであっても、それを 

回収し保管し、運搬、処分するまでの一連の工程には当然ながら、多 

額の経費が発生しておりますが、４町村は袋代にそれらの処理費用を 

上乗せしておりません。また、ゴミ袋を指定するのは、指定袋以外の 

袋で出されますと、それがプラ資源であるか。燃やすゴミとして出さ 

れたものであるのか、中身の確認の必要を生じ、リサイクできない恐 

れがあるためです。半透明の袋やレジ袋で出されたら分別の必要性が 

生じたり、強度不足から破れたりすることから市販の透明袋の使用を 

禁止しております。プラスチックゴミは資源ではありますが、処分料 

をかけて再資源化を図っているため、可燃ゴミと同様に減らす必要が 

あります。従って、袋を有償で購入していただくことにより、プラの 

発生抑制、リサイクル率の向上、間違ったゴミ出しの防止、集積所の 

保全、違反ゴミの防止に繋がると考えています。現在の運用はプラゴ 

ミの減量化や、４町村での適正な収集運用を維持するためのものとし 

て、目下、一定の妥当性を有していると考えております。 

     次に、会津若松市の例についてです。会津若松市の取り組みは家庭ゴ 

ミの有料化を前提とした制度設計の中で、資源ゴミの分別促進のため 

にインセンティブとして資源ゴミ袋を廉価な市販品でも良いとする考 

え方と思われす。また、新たなゴミ焼却施設の稼働に合わせ、燃える 

ゴミの量を減らすやむを得ない対応と考えられますが、その自治体の 

方針として理解をしております。一方、会津若松市では、可燃ゴミに 

ついては、処理費用を反映した有料指定袋制度を導入しており、例え 

ば４０リットル袋１０枚で８００円の負担をお願いしている制度とな 

っております。４町村は、現下において制度の考え方が異なり、ゴミ 

処理費用を袋代に上乗せする手法でのゴミの減量化は考えておりませ 

ん。会津若松市の例は、ゴミ有料化の事例として参考にすべき点はあ 
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るものの、有料化制度全体の一貫性を鑑みますと、その一部分を抽出 

して４町村へ当てはめることは、制度の整合性の点などから評価しが 

たい面があります。廃棄物行政において重要なのは、できるだけ安く 

捨てられる仕組みを競うことではなく発生抑制、再使用、再資源化を 

通じて、結果として適正なリサイクルが保たれ、かつ排出量が減量し 

ていくことであります。ゴミを減らせば使用する袋の枚数も減り、家 

庭負担を抑えられます。指定袋の使用が結果として、住民の皆様が 

日々の生活の中でゴミをできるだけ減らそうという意識の醸成とゴミ 

の発生が抑制されていくという側面もあるものと認識しております。 

      次に、４町村協議の場で袋代の値下げ、市販袋の解禁を提案する考え 

についてであります。現在のゴミ袋は４町村共通の規格、価格として 

おり、単独自治体で判断できるものではありません。今のところ、本 

町としては、市販袋への切り替えや資源ゴミ袋のみの価格変更を主導 

して求める考えはありません。理由として、収集現場での確認作業、 

規格の混在による収集業者の負担、排出ルールの複雑化、不適正排出 

の増加など、住民サービス全体への影響が懸念されるためでありま 

す。金山町のゴミ処理の仕組みは、住民の皆様に処理費用を直接負担 

いただいてはいませんが、一方で、ゴミ処理には多額の公費が投入さ 

れております。そうした中で、個人ができる限り負担なく出したいと 

いうお気持ちは理解しつつも、円滑な収集体制の維持や分別意識の高 

揚などについてご理解をお願いしたいと考えております。 

     他町村の例では、ゴミ袋の強度、透明性などの条件をつけて、市販の 

袋を使用できるようにしている自治体もありますし、逆に新たに指定 

袋でなければ出せないという手法をとった自治体もございます。今回 

の資源ゴミ袋の自由化のご提案については、大変貴重な意見と受け止 

め、今後４町村の協議の中でも研究をしてまいります。また、現在広 

報誌にゴミに関する記事を連載中でありますが、今後も住民の皆様に 

わかりやすい分別の方法の周知など、ゴミ減量化が進むように努めて 

まいります。 

      次に、大塩天然炭酸井戸のテレビ放送に伴う現状認識についてでござ 

いますが、放送終了後から、井戸や周辺道路は大変混雑し、路上駐車 

も発生し、近隣住民に大変ご迷惑をおかけしたと伺っております。放 

送内容や時間については、テレビ会社から細かな事前の連絡はなく、 

予測は不可能な状況と言えます。これほどの反響があったことに驚い 

てもおります。現在、混雑は弱まったとはいえ、継続しているようで 

ございます。株式会社ハーベスからは、駐車場への無断駐車が多く従 

業員の出入りが困難になることがあるという連絡を受けております。 

     次に、緊急の対策についてです。町は大塩炭酸水保存会およびハーベ 

スと協議を行い、連携して対応に当たっております。町として緊急に 

できることとして、消えかかっていた町道の外側線の引き直しを行 

い、道路区域であることを明確にして、路上駐車対策を行いました。 

ハーベスは駐車場にコーンとロープで従業員駐車場の表示を行い、無 
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断駐車対策をしております。保存会では、国道入口に、この先に駐車 

場はない旨の看板を設置し、公衆トイレ前駐車場の利用を促してお 

り、さらに井戸周辺の巡回を強化しております。 

      次に、協力金箱の設置など、持続可能な管理体制についてですが、保 

存会からは、当面は現状の体制で進めたいとの連絡を受けておりま 

す。金銭的な面でも、昨年度に町から物価上昇に伴う増額の打診を行 

いましたが、お断りされた結果がございます。今後も協議を重ね、よ 

りよい維持管理の方法をともに考えてまいります。以上です。 

◯議長 はい、５番、加藤夕子君。 

◯５番 資源ゴミの回収についてとても細かくご説明ありがとうございます。 

町長、若干、私腑に落ちない点があります。ちょっとお聞きしたいんで 

すけど、今のゴミ袋ではなくて以前の丸いタイプのゴミ袋のときって数 

年前まであったんですけど、あれ、はいそうですね、丸巻きのですね。 

あれって２０枚入りで値段を覚えてらっしゃる方いらっしゃったでしょ 

うか。わからない。 

◯議長 はい。 

◯町長 今この場では答弁できません。 

◯議長 はい、加藤夕子君。 

◯５番 私の記憶では確かに今の値段と同じぐらいと。１０枚入りの今の値段 

と、２０枚入りの値段、ほぼ同じ。つまり倍に今のは値段が上がってい 

きます。会津若松のゴミ１０枚で８００円、でも資源ゴミとかは無料て 

いう話を詳しくしていただきましたけれども、実際にゴミ袋も数年前に 

比べれば倍に、金山町の分も上がっています。そして住民の負担がな 

い、袋代を買って、袋を買っていただくだけ、と、町長言われますけど 

も、同じじゃないですかね。同じではないですかね。あと急に袋の値段 

が倍になったとしても、業者がこれからはこの袋になります、この値段 

ですと言われたまんま４町村の協議の中では、はいわかりましたで済む 

んでしょうか。 

◯議長 はい、答弁、町長。 

◯町長 直近の袋の値段が上がったという部分は、いわゆる原油の高騰、そう 

いった部分に起因しているというふうに私は認識しておりますし、当 

然、町ではこれまで物価高騰対策もして、それぞれ町民の方に給付金を 

配ったりというような部分、あるいは２５％プレミアムつきの商品券を 

発行したりということで、十分物価対策をしているわけです。そういっ 

た中で、ゴミ袋だけを捉えていただいて、高くなったという部分につい 

ては、この部分は製造原価、材料費、そういった部分を反映した価格で 

ございますので、これは何ともやむを得ない、そういうふうに認識して 

いただくしかないというふうに思います。しからばちょっと余計なこと 

を喋りますけれども、ゴミ減量化に努めていただいて、袋の使用量を減 

らすというような町民の取り組みも必要ではないかというふうに私は思 

ってます。 

◯議長 はい、加藤夕子君。 
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◯５番 町長のお考えもわかります。そもそも、金山町に資源ゴミを入れる袋 

自体がないじゃないですか。燃える袋、燃えない袋、ね、町長。先ほど 

町長、指定袋以外の袋で出すとこれがプラ資源なのか燃やすゴミなの 

か、中身の確認の必要が生じとおっしゃってましたけども、そもそも資        

源ゴミ袋ですか、あれ。 

◯議長 はい、答弁、町長。 

◯町長 町では、燃えるゴミと燃えないゴミという部分で４町村で指定の袋を 

してきました。その中で、資源ゴミについては燃えないゴミに入れて出 

してくださいという部分で指定しているというふうに私は認識しており 

ます。 

◯議長 はい、加藤夕子君。 

◯５番 ですから、そうであれば、指定袋以外の袋で出されますと、プラ資源 

であるか燃やすゴミなのかわからないと町長おっしゃりますけど、そも 

そも燃えない袋の中に、一生懸命皆さんプラゴミを一生懸命詰めてらっ 

しゃるんですよ。その時点でその袋は燃えないゴミなんですよ。それは 

業者さんの方でわかるわからないっていうのは、あの、同じ袋で出すの 

に、空き缶も当然燃えない袋で出します。プラゴミも燃えない袋で出し 

ます。だから、業者さんがまず中身の確認が必要とか、袋を見て判断し 

ているわけではないと思うんですね。ですから町長答弁に若干私納得が 

いかないご答弁をいただきましたと考えますが、町長。 

◯議長     はい、答弁、町長。 

◯町長 当然プラゴミなりペットボトルなりは、曜日を指定して収集していま 

すので、そういった中で指定日の中で十分分別されたものを収集できる 

というふうに私は思ってます。 

◯議長 はい、加藤夕子君。 

◯５番 ですから先ほどの町長の答弁は若干違うんじゃないかと申しておりま 

す。ペットボトルは別途ざらざらっと入れます。燃えない袋で出すもの 

は、空き缶とプラゴミです、はい。だから業者さんが戸惑うこともござ 

いません。透明にしたところで、だからこの答弁はいかがなものかと申 

しておりました。ご理解いただけたでしょうか。 

◯議長 はい、保健福祉課長。 

◯保健福祉課長  ゴミ袋の規定についてなんですけれども、市販の透明のゴミ袋で 

も結局中身見えるから同じじゃないでしょうかということだろうと思い 

ますが、ゴミ収集業者さんの負担なんかを考えますと、統一した規格で 

出してもらうのが一番よろしいと考えます。それから実際の収集の時 

に、透明のその規格を統一したということと、それから中身の視認性で 

すね。それが透明であると良いという二つの面から指定をお願いしてい 

るというところの状況です。以上です。 

◯議長 はい、加藤夕子君。 

◯５番 先ほどの町長答弁のことまた教えていただいたような気がしましたけ 

ども、私が聞いたのはそういうことではございませんでした。収集日も 

プラゴミの日と缶の日は一緒でございます。中身は透明の袋である場 
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合、一目瞭然でございます。それがあの透明袋何でもいいよ市販のもの 

で、１００均のものでもいいですよっていう、それが駄目な理由には全 

くあの回答としてはなっていないと思います。ですが町長、細かく喋っ 

ていただきましたけども、本当に燃えるゴミというのは結構減らすこと 

ができるんですね。紙に分け、ほとんど生ゴミぐらいしか出ません。で 

すが、今の世の中もうプラ包装だらけです。とにかくプラゴミ多いで 

す。ビニール袋にしろさらに今年からはプラゴミで収集するものも増え 

ました。つまり、プラゴミの袋がやたら出ます。ですから柔らかい系の 

プラゴミぐらいは市販品のものでもよかったのではないかなと思い、お 

聞きしました。そして、その分別の手間をかけることにより、不燃ゴミ 

ではなく、燃えるゴミを減らせる。皆さんの行動力に繋がると私は思い 

ました。そして、こういった質問をいたしました、という思いは伝わっ 

ていただけたでしょうか、町長。 

◯議長 はい、答弁、町長。 

◯町長 加藤議員の思いはわかりました。先ほども答弁させていただきまし 

た。透明の袋であれば何でもいいということなれば、１回目の答弁でも 

申し上げましたように、その袋の強度等あって、破損したりなんだりと 

いうような部分もございますので、そういった部分で今のような町指定 

の袋で収集しているということもご理解いただきたいと思います。 

◯議長 はい、加藤夕子君。 

◯５番 では先ほどの最後の方の答弁で、今回の資源ゴミ袋の自由化のご提案 

については、４町村の協議の中でも研究してまいりますというセリフを 

いただきましたので、ぜひとも前向きに研究してみてください。答弁は 

結構でございます。 

     では次、メディアに出るリスクなんですけども、いやあなかなか炭酸 

井戸、大反響でございました。さらに放送直後に、新潟側からの六十里 

峠の開通も２２日というすごいときに放送されてしまったものですか 

ら、土日の混みっぷりは大変すごいものでございました。井戸の中の水 

がほぼなくなるという状態までいきました。そしてここにも書いたんで 

すけども、先ほどもお聞きしたんですけども、さすがに炭酸水保存会の 

人たちもそれぞれ仕事、また農業が忙しかったり持っております。私も 

ちょこちょこ行っていますけども、やはり駐車場問題、だいぶは対応し 

ていただいてるんですけども、見ている間にどんどんどんどん奥に行っ 

てしまう方がいて、なんぼ止めても行ってしまう。看板は小さく、Ａ３ 

ぐらいでしたかな、この先駐車場はありませんというものを立ててます 

けども、知ってる方なのか以前来てくれた方なのか、皆さんどんどん奥 

に行ってしまわれる。そうすると、ただでさえ今ハーベスさんとても忙 

しい時期なのにもかかわらず、どんどん駐車場が、みたいな感じで、大 

変あの対応に困りました。そしてやはりテレビの影響ってすごいもので 

大人気番組なんですね、ユーチューブの方でも流れておりまして観覧数 

も大変多く、何て言うんですかね、中身どういった放送をまずするのか 

っていうのを役場内で、観光面になってしまいますけども、こういう内 
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容はして欲しくない、こういった内容はぜひとも流してほしいみたい 

な、そういったものを最初から作っておくべきではないのかなと思いま 

すが、町長いかがですか。 

◯議長 はい、答弁、商工観光課長。 

◯商工観光課長  ５番議員のご質問にお答えします。今おっしゃられた話はテレビ 

放送取材等の際に、町として放送してもらいたいガイドラインを作成 

しておいたらいいかがでしょうかというような内容だったかと伺いまし 

た。町としましては、これをこの内容を放送してほしい、これは触れて 

欲しくないとかそういった話はしておりません。放送の内容自体も事前 

にチェックはありませんし、どんなふうにして仕上がりになったかとい 

うことも見せてもらっては今のところありません。ただ今後そういった 

ガイドラインを作って、町のこういった方針に沿うそぐわない場合は取 

材を受け付けませんというようなところの考えまでは、今のところして 

おりません。以上です。 

◯議長 はい、５番、加藤夕子君。 

◯５番 うちの町の本当にもしかしたら一番の観光地と言ってもいいかもしれ 

ないところにもなったと思うんですね。この町の、特にもう唯一無二と 

言ってもいいんじゃないでしょうか、炭酸が湧き出る井戸ですよ。さす 

がに町の重要な観光資源、全国放送されるのに内容の確認もせずただ垂 

れ流しっていうのはなんか、管理責任の放棄ではないかなと。炭酸水保 

存会に任せっきりも良くないのではないのかな。そして、なんていうん 

ですかね、放送皆さん多分ご覧になったと思うんですけども、一人で２ 

０本も炭酸汲みに来て持って帰るみたいな放送されてしまったばっかり 

に、そういう方がまた増えてしまいました。以前は保存会の方で炭酸の 

持ち帰りは５００のペットボトル１本までみたいなことを紙に書いて貼 

ってはいたんですけども、それも井戸に完璧な蓋をしていただいたこと 

で、それも外してしまいました。ので、これからはさらにルールという 

ものを保存会の方と話し合っていただいて、明確なものを町のホームペ 

ージであったり、情報発信であったり、観光物産協会であったり、そう 

いうところからの発信を速やかにやっていただきたいと思うのですが、 

いかがでしょうか。 

◯議長 はい、答弁、商工観光課長。 

◯商工観光課長  はい、ルールの明文化についてですね。これについても考えてま 

いりたいと思います。実際に保存会の代表の方と放送後２回ほどお話を 

させていただきました。ただルールを明文化という点については保存会 

の方、代表の方からの話はなかったんですが、一人で２０本も汲んでい 

らっしゃる映像については、井戸の方からではなくて横からでている近 

所からポンプで汲み上げている方の炭酸水を汲んでいたのでさして影響 

はないのかなという話はしておりましたけども、実際には井戸の方がだ 

いぶ汲み上げられて、ほぼ空になっているような状況ということは確認 

しております。実際空になってからは汲み上げることができないので、 

皆さん横の蛇口というか石の隙間から落ちてくる流れ出ているところか 
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ら汲んでいらっしゃるようです。今後につきましては、他のことも含め 

て保存会の方とよく相談してまいりたいと思います。 

◯議長 はい、加藤夕子君。 

◯５番 はい、ぜひお願いします。そして、協力金箱の設置なんですけども、 

保存会の方はもう多分二度と役場の方に置きたいってもう言わないと思 

います。以前１０年にはならないぐらい前に一度設置したことがござい 

ました。それをあの役場に申し伝えたところ、撤去してくれと言われた 

経緯もございました。だから、あの役場の方がもう駄目だって最初から 

思っているので、全く保存会の方からは言い出さないと思います。です 

が、全国の観光地を見ると、今やもう協力金、お客様から来ていただい 

たお客様からいただくっていうのはもう常識といってもいいのではない 

でしょうか。そして日本人は特になんでしょうか、海外の方もあると思 

うんですけども、なぜか水を見ると、お金を入れたくなるという方がい 

らっしゃいますね。井戸の掃除いたしますと、お金が入ってます。そし 

てなぜかあのパンフレットを入れている箱の中にも小銭が入れてあった 

りします。それ多分日本人特有の気持ちとして、ただではいかんぞと、 

なんか気持ちを置いていこう、そんな方も大勢いらっしゃいます。です 

から、もうむしろそういう方には協力金箱というものを設置して、遠慮 

なくいただいて、いかがですか、町長。 

◯議長 はい、答弁、町長。 

◯町長 大変難しいと思います。協力金箱、どういう仕様の箱にするのか。今 

は黙って持ってく人もいるみたいで、例えばですが、以前は神社仏閣、 

金山町内でも賽銭箱泥棒がありました。鍵をつけてもお宮の中に、神社 

の中に入って持っていくという部分でありました。当然協力金額を設置 

するということになれば、そういった部分の防犯体制、さっき防犯カメ 

ラの話も出ましたけれども、そういった部分もあるかなということであ 

りますし、また、クラウドファンディングっていうんですか、いわゆる 

炭酸井戸を保存するためにふるさと納税をするとかいうようなことで自 

主財源の確保というような方法もありかなというふうに思いますので、 

今直ちにこの場で加藤議員におっしゃられても、今すぐに協力金箱を設 

置するというような結論にはなってございません。なお、答弁でも申し 

上げました通り、これからのその維持管理については、当然、任意団体 

とはいえ保存会と良好な関係で保存しておりますので、逐次協議を重ね 

て、より良い維持管理の方法を見つけ出していきたいというふうに思い 

ますので、ご理解いただきたいと思います。 

◯議長 はい、５番、加藤夕子君。 

◯５番 金山町からお金をいただいて維持管理を行うのもいいんですけど、自 

分たちで掃除したりそういったことをやっているわけですから、普通に 

協力金箱を置くことに何ら問題はない気がするのですが、むしろあの行 

政にとっても助かるのではないでしょうか。そして募金箱、協力金箱も 

持っていかれないような丈夫なものを考えていくっていうこともできる 

はずです。それを全くもって考えないっておっしゃられるのはちょっと 
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どうかなとは思います。協力金をいただいていますけども、それ、それ 

に使える経費以外のものって結構かかるんですよ。普段毎日のように井 

戸を見回って、毎日のように落っこっているペットボトルを一生懸命回 

収したり、毎日毎日いろんな見回りにずっと手間、時間かかってます。 

それを協力金の中で収められますか。バイト代としては出ないんです 

よ、町長。そういうのを賄うためにも協力金といったものを導入したら 

いかがですか。全国でも導入している自治体がたくさんありますと申し 

ております。 

◯議長 はい、答弁、町長。 

◯町長 議論は平行線になりつつあるような感じもありますから、加藤議員の 

思いしっかり受け止めて、関係団体とも協議を進めて、より良い維持管 

理ができるように、当然井戸は町の所有物でございますので、しっかり 

と維持管理にあたっていきたいというふうに考えておりますので、ご理 

解いただきたいと思います。 

◯議長 はい、５番、加藤夕子君。 

◯５番 では最後に念押しで、炭酸井戸は、先ほども申したように、日本中か 

ら見ても唯一無二の施設でございます。そして町の貴重な財産です。こ 

れを守り抜くために早急なルール作り、そしてメディアへの対抗策、ル 

ール作り、早急によろしくお願いいたしますと念押しをして最後としま 

す。答弁はもう結構でございます。ありがとうございました。 

◯議長 はい、以上で５番議員の一般質問を終わります。 

 

 

 

（６番目、８番議員、横田正敏議員） 

   

◯８番 それでは通告書に基づきまして質問をいたします。 

     町の特性・資源を活かし積極的な町づくりを、でございます。５月 

２０日羽鳥慎一のモーニングショー放送後、「炭酸場はどこですか」 

「炭酸水はどこで採取できますか」「どこか泊まれるところはあります 

か」「他に散策できる場所はありますか」「テレビを見て来ました」と 

反響があり、今もなお続いています。町の特性・資源をもっと積極的に 

活かす町づくりが必要と考えまして、以下お伺いいたします。 

    １、特色ある温泉や天然炭酸水の取り組みにどう力を入れていくのか。 

また、点として存在していることから、資源を面的に周遊する仕組み作 

りにどう取り組む考えか伺います。 

    ２、町の玄関口でもある会津川口駅駅舎等の魅力向上や利活用策をどう 

模索していく考えか伺います。 

    ３、奥会津金山赤カボチャなど特産農作物や郷土料理の提供についての 

考えを伺います。 

    ４、豊かな自然を生かして、景観や環境の魅力を形成することによっ 

て、金山町にしかない空間、金山町に来ないと味わえない空間を創造 
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し、地域の価値を向上させる取り組みをしてほしいが、どうか伺いま 

す。 

    ５、町職員に期待することが大きいが、行政課題はスクラップアンドビ 

ルドとはいかず、現場の実態はビルドアンドビルドであります。社会が 

高度化し、専門的な知識や技術が必要な業務も増えました。民間の協力 

をお願いして業務の一端を担ってもらわないと町行政は成り立っていか 

ないのではないでしょうか。見解を伺います。 

    ６、目標達成のために先頭に立つリーダーは重要な役割を担うが、この 

１０月に任期満了を迎えますが、出処進退につきましては適切な時期に 

判断するとのことでありましたが、今、この定例会が適切な時期ではな 

いのでしょうか。お伺いいたします。 

◯議長 はい、答弁、町長。 

◯町長 横田議員の質問にお答えします。初めに、特色ある温泉と天然炭酸水 

についてでございますが、当町には、泉質の異なる温泉が７ヶ所湧出し 

ており、それぞれ共同浴場なども整備されております。今後は、湯巡り 

手形的なものを発行して、その周遊を促すことなどを考えております。 

天然炭酸水は、先日のテレビ放送以降、引き合いが多く、現在町内でも 

品薄になっていると聞いております。このブームが一過性のものとなら 

ないよう機を捉えたＰＲに努めてまいります。面的に周遊する仕組み作 

りについてですが、金山町は２９３平方キロメートルという広大な面積 

に温泉などの観光資源が文字通り点在しております。パンフレットや町 

ホームページでそれぞれの資源を紹介し、道の駅や大塩炭酸場など要所 

要所に町全体の大きな観光看板を設置して、各資源の位置関係を把握し 

ていただいております。また、只見線などでいらっしゃる方について 

は、観光タクシーやレンタサイクルでのモデルコースをお勧めすること 

で面的な周遊を促しているところでございます。 

     次に、会津川口駅舎等の魅力向上や利活用策についてでございます。 

ＪＲ会津川口駅は列車で当町を訪れる方々の玄関口であり、町内から町 

外に出発する際の起点ともなる位置で、行政機関や診療所の他、各種学 

校の最寄り駅となっております。また、会津川口駅周辺は、町の中心地 

として金融機関や商店、飲食店が立地しております。町は駅の利便性と 

魅力向上のため、乗車券類の有人販売を受託した他、利用者の暑さ対策 

のため天井扇の設置、観光客の利便性向上のため無料コインロッカーの 

設置、駅の魅力向上のため木製ベンチの設置などを行ってまいりまし 

た。これらは、管理者であるＪＲ東日本との協議や許可申請などを行っ 

た上、既存施設の形態を変えないことを前提として行ってきたことか 

ら、現時点では、駅事務室部分などは活用できないスペースとなってお 

ります。このような課題を解決し、駅舎等の有効利用を図るため、現 

在、会津川口駅および駅周辺の魅力向上や利活用策について、福島県や 

ＪＲ東日本と意見交換を続けております。今後も、あらゆる可能性を検 

討し、駅舎や駅周辺の魅力が向上できるよう、素案作りに取り組んでま 

いります。 
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    次に、特産農作物や郷土料理の提供についてでございますが、当町には 

奥会津金山赤カボチャやエゴマなど特産農作物や刺身こんにゃく、煮く 

るみ、山椒ゆべしなどの郷土料理が数多くあります。しかし、それを味 

わうことができるのは、一部の旅館、食堂などで、期間的にも限定され 

ている現状であります。店舗ごとに工夫がされておりますが、材料の確 

保など課題は多いと認識しております。今後は、地産地消の観点から 

も、もっと郷土料理をお客様にお出しいただくよう、各店舗に働きかけ 

を行い、金山が誇るごっつおをもっと多くの方に食していただきたいと 

考えております。 

    次に、地域の価値を向上させる取り組みについてでございますが、町の 

宝である豊かな自然を町外のお客様にどのようにご覧いただくかという 

ことかと思います。現在、町では景観条例はございませんが、ＪＲ只見 

線を見るため、列車内からの眺めを良くするための景観伐採を数年前か 

ら進めております。また、民間主体でも霧幻峡ナイトツアーや雪月烈火 

など金山独自の空間作りに取り組んでおります。豊かな自然を手つかず 

のまま放っておくのではなく、ほんの少し手を加えて魅力を上げられる 

ように、今後も取り組んでまいりたいと思います。 

    次に、行政課題と民間協力についてでございます。議員ご指摘の通り、 

現在の行政を取り巻く環境は地方創生や少子高齢化、急速なデジタル化 

への対応など高度かつ専門的な対応が求められる課題が山積しておりま 

す。こうした中、既存事業の廃止や縮小、いわゆるスクラップが十分に 

進まない中で、新たな事業を打ち出すことは、職員に対する業務負担が 

増加する要因になると認識しております。行政サービスの質を維持し、 

さらに向上させていくためには、議員からご提案ありました通り、民間 

事業者の皆様が有する専門的な知見、技術、柔軟なノウハウを積極的に 

お借りし協働していくことも必要であると考えております。今後も既存 

業務の効率化を進めつつ、民間が持つ専門人材の能力を最大限に活用し 

ながら、複雑化する課題に対応できる持続可能な行政運営に、運営体制 

の構築に努めてまいります。 

    次に、最後の質問でございます。私の町長としての任期もこの１０月で 

満了を迎えることになります。３期目についての質問でございますが、 

このような質問をしていただき、ありがとうございます。私自身がこの 

８年間を振り返るきっかけともなりました。８年間を一言で言い表すこ 

とは難しく、様々なことが駆け巡ります。出処進退を明らかにするにあ 

たり、８年間の思いを述べさせていただきます。振り返ると私は、ま 

ず、今現在住んでおられる町民の足元の生活環境に重点を傾け、各集落 

の環境整備などに力を注ぎ、大きなテーマとして、町民福祉の向上を目 

指して町政に取り組んでまいりました。この間、新型コロナウイルス感 

染症対策を始めとして、これに影響を受けた町民生活、事業所への支援 

に取り組みながら、アフターコロナ対策に邁進いたしました。また、高 

齢者、子育て世帯、農業の持続できる環境整備、定住対策、ＪＲ只見線 

の利活用、観光振興にも大きな誤りもなく取り組んでまいりました。全 
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てが完璧な結果をもたらしたとは決して思っておりませんが、一定の成 

果が得られたと自負しております。これも８年間の中で町民の皆様、議 

会の皆様方からのご協力ご支援があったことであり、深く感謝を申し上 

げる次第であります。一方で、私自身、年齢的、体力的な面で、これか 

らの任期を全うすることへの不安を感じるようになりました。町の抱え 

る課題は数多くあり、責任ある町政を担うことを考えたとき、次の任期 

を務めあげる自信は持てなくなり、気力、体力の衰えなどを考慮し、熟 

慮してまいりました。町政の舵取りには常に新たな発想と行動力が求め 

られます。今後の金山町の更なる発展のためには、新しいリーダーにバ 

トンを託すことが最善と判断し、１０月の町長選挙では、出馬しない、 

今期をもって引退するという結論に至りました。残された１０月２１日 

までの任期中、最後まで諸課題に対し真摯に取り組み、誠実に取り組 

み、町民福祉の向上に取り組んでいきたいと考えております。以上でご 

ざいます。 

◯議長 はい、８番、横田正敏君。 

◯８番 はい、答弁ありがとうございました。一問一答で質問させていただき 

ますので、よろしくお願いいたします。 

     この土日ですね、三島町で工人まつりが開催されまして、ブドウ蔓の 

ですねカバンを持った方々が金山町にも結構おいでいただきました。や 

はり金山町すごいなと思うのは、隣でされたイベントのそういった観光 

客が来てくれるという、それだけ金山町には資源があるのだなと思いま 

した。まず町長にお伺いしたいのは、この羽鳥慎一のモーニングショ 

ー、これ当然ご覧になっているかと思いますが、簡潔にどう感じられた 

か、お伺いいたします。 

◯議長 はい、答弁、町長。 

◯町長 私、ちょうど東京出張中で、町村会館の部屋で見ておりました。最初 

はいつ終わるかなという部分でおりました。ところがところが、今まで 

にない時間を割いてこと細かく炭酸水ばかりでなくて、町内のあらゆる 

状況、資源状況、自然状況なども放送していただいた。感動しました。 

今までいろんな動画を作るには、町が金を出してやってた、そういった 

機関のものよりも、一銭も金を使わなくてもああいった部分でのＰＲの 

仕方もあるんだなというふうに思いました。そして、思ったことは、常 

にマスコミに町の中の話題の提供、これをすることが大事だなというふ 

うに感じた次第であります。 

◯議長 はい、８番、横田正敏君。 

◯８番 今ですねどの店舗にも、町内のですよ、炭酸水がないんですね。ペッ 

トボトル売り切れ状態。機会損失。大変ですね、もったいない事態に陥 

っています。放送からですね約１週間ぐらいで大体半年分ぐらいのふる 

さと納税があったのではないかと推測されるんですが、このふるさと納 

税、一般財源ですから、先ほど同僚議員のお話もございましたが、やは 

りここは株式会社ハーベスさんと大塩炭酸水保存会と、もう一度ですね 

話し合いを、今後の炭酸水のあり方についてですね、話し合いの場を持 
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ってほしいと思うんです。それとあわせて、今回のふるさと納税、やは 

りこの財源を、もし財源的に望んでいられるのであれば、もし町として 

財源が可能であるならば、そういったとこに財源の手当ても合わせてお 

願いしたいと思うんですけども、いかがでしょうか。 

◯議長 はい、答弁、町長。 

◯町長 まず前段の質問でございますが、炭酸水を製造しているサービス、そ 

れから地元の任意団体である保存会、それから炭酸井戸の所有者である 

町、これは三者の協議、特別なテーマを持たなくても定期的な情報交 

換、情報共有、こういった部分は必要でないかというふうに思いますの 

で、そういった部分は取り組みを進めてまいりたいというふうに考えま 

す。 

     それからふるさと納税の件ですが、これは、ふるさと納税のいわゆる 

どういったものに使うかというふうに、自然環境の、自然環境の保持と 

いう項目もございますから、当然今回のふるさと納税の中ではその希望 

するどういったものに使っていただきたいかという部分で希望を取って 

ますから、そういった部分をどのくらいあるのか、当然そういったお金 

は炭酸場の環境整備だとか、その他の温泉施設、観光施設の維持管理に 

使わせていただくというようなことはできると。そして、今までのふる 

さと納税の人については、それぞれ納税いただいた人の意思を尊重しな 

がら、そういう希望する使途に使わせていただいてきたという経過がご 

ざいますので、従前通りの取り扱いをさせていただきたいというふうに 

考えてます。 

◯議長 はい、８番、横田正敏君。 

◯８番 私このテレビ録画してですね、実は何回も見てるんですね。そうする 

と良いところだけではなく、やはり課題も見えてくるんですね。今度炭 

酸温泉の話になりますけど、炭酸泉は１リットル中に２５０ミリグラム 

以上、金山町の場合はこれをはるかに超える千ミリグラム以上含まれる 

というふうに放映されたんですけど、やはり町は今後もですね、遊離炭 

酸水のガスですね、これ１リットルあたり千ミリグラム以上含まれるよ 

うにですね、ぜひ取り組んで欲しいんですけど、この点についてどのよ 

うに町は考えておられますか。 

◯議長 はい、答弁、商工観光課長。 

◯商工観光課長  はい、ご質問にお答えします。議員おっしゃる通りですね大黒 

湯、大黒湯の遊離炭酸の数値なんですが、最近千ミリグラムを下回って 

おります。昨年度中も、６回測ったところ最高が９１０ミリグラムとい 

う状況でした。今年についても４月に一度上がったんですが千ミリを超 

えることはありませんでした。今後ですね、表示してあるその炭酸表記 

については、千ミリグラムを超えているものではないというような表示 

に切り替えたいと思います。それでこのままこの後もですね、毎年毎年 

数値の調査を行って千ミリグラムを超えたときには、超えた際には、そ 

のように表示をまた戻すというような形にしたいと思っております。な 

お次採水するときには何日か採水せずに置いた状態で汲み上げないでお 
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いて、貯めてから採水してみようかなっていう相談をしているところで 

ございます。以上です。 

◯議長 はい、８番、横田正敏君。 

◯８番 積極的にやはり千ミリグラムになるようにですね、そういった取り組 

みもしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

    次に、会津川口駅のお話になりますが、これ総合計画に載っている通り 

の質問をさせていただいてるんですけども、全く全然その進展がないと 

いうか。川口駅前、台湾の方、川口駅で降りて右に行ったらいいのか左 

に行ったらいいのかもわかりませんし、食べるところもないと。全然活 

気がない、ここが金山町の中心かというぐらいなんですが、答弁書で福 

島県やＪＲ東日本と意見交換を続けているということなんですけど、町 

はどういう意見を述べているんですか。 

◯議長      はい、答弁、企画課長。 

◯企画課長 それでは８番議員のご質問にお答えします。議員ご指摘の通り町で 

は、福島県とＪＲ東日本と、駅およびその周辺について活用方法、どの 

ようにすれば町が活性化に役立つのかというところを協議しているとこ 

ろであります。この町長の答弁にもありましたように、今現時点では駅 

で町がいろんな整備をする際には、ＪＲと協議、あるいは物を置かせて 

くださいというような許可申請をして、いいですよとなった場合に、そ 

れを例えばベンチを置くコインロッカーを置くというようなことをして 

いるわけでございます。その一方、町の受託している切符販売の窓口以 

外にも事務室として一定程度の広さがあるところでございます。それを 

ＪＲ東日本さんがいいというか悪いというかは別問題として、そのスペ 

ースは非常にもったいないのではないかというふうに町は考えていると 

ころです。その活用について、ＪＲさんあるいは福島県、それも含め 

て、駅の周辺の活性化も含めて良い方法を考えていきたいというような 

ことで相談をしているというところでございます。 

◯議長 はい、８番、横田正敏君。 

◯８番 その駅舎やですねその駅周辺の魅力を向上させるために、町はこうし 

たいんだ、この第５次総合計画を実現するために、こういう川口駅にし 

たいんだという思いはあるんですか。 

◯議長 はい、答弁、企画課長。 

◯企画課長 ただいまのご質問にお答えします。なかなか表に見えてこない、スピ 

ード感が足りないんじゃないか、思いが足りないんじゃないかというよ 

うなご質問かと思います。確かに表に見える部分で大きく進展したとい 

うところは今のところございませんが、会津川口駅、町長の答弁にもあ 

りましたように、町の玄関口としていろんな始点終点、あるいは商店も 

あるというところでございますので、それを中心として、駅の周辺を活 

性化させる。そういったものについて思いがあるというのは間違いない 

ということで、ご理解をいただきたいと思います。 

◯議長 はい、横田正敏君。 

◯８番 ぜひですね早急にそのグランドデザイン、どういうふうになるか、あ 
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る程度のそのデザインですね、それを描いてほしいと思います。これ、 

ぜひ要望しておきますのでよろしくお願いいたします。その羽鳥慎一の 

ですねモーニングショーをご覧になった方が結構、私接客業してるんで 

すけど、いらっしゃるんですけど最近多いのがですね、午後３時以降に 

なると「お腹すきました」「何か食べ物はないですか」って入ってくる 

お客さんが結構いらっしゃるんですよね。どこもやってないんですね。 

「あらあら道の駅も終わってましたし、駅前にも何もどこも開いてませ 

んでした。とにかくお腹がすいたので何か食べさせてください」と。こ 

ういった方が最近多いんですね。さらに多いのは、鮎定食とかヤマメ定 

食ありませんかという。これどういうことかなと私考えるんですけど、 

やはり金山町はこれだけの自然が豊かでありますから、そういうものが 

食べられるものだと思って来られるんですね。残念ながら金山町の食べ 

物、本当に食べるところがないんですね。もう夜のスナックを営業する 

なんちゅう話の前に、やはりこの金山町で、やはり食べられるようにし 

ていくことが私は一つ大事だと思うんですけど、町長いかがでしょう 

か。 

◯議長 はい、答弁、町長。 

◯町長 今横田議員から、いわゆる飲食、特に食べ物の部分については、私も 

横田議員同様に何とかならないのかなというふうに思っております。川 

口駅周辺ですと以前はラーメン屋が２軒あったんですが、今現在は１軒 

しかないという部分です。あと、お昼の食事するところも３軒くらいあ 

ったんですが、今は１軒程度しかないというような部分で、非常にこの 

部分を何とか今新しく飲食業をしたいとか、そういった部分についての 

支援制度も作って何とかならないかというような部分で、担当課の方で 

もＰＲに努めておるわけですが、なかなか手を挙げてくださる方が出て 

こない。そしてなかなか営業時間を伸ばすという部分についての、それ 

だけ伸ばしたときの今度は収益があるのかどうか、そういった部分の判 

断も大変難しいところはあるのかなというふうに思ってます。例えばで 

すが、そうなるとすれば、せせらぎ荘、町の施設でございますが、そう 

いった部分の営業時間、せせらぎ荘は、道の駅と違って３時以降も開け 

ているわけですから、そういった中で食事をするような案内を当面はす 

るとかというようなことが必要ではないのかなというふうに思います。 

本当にその飲食の部分については、私はあれだけ人が川口駅で降りるの 

にもったいないというふうに思ってます。以前の我々中学校に通学して 

いるときには川口駅前というのはすごい人で、列車が着く度に混雑して 

ました。昭和方面のバスに乗る方、それから只見方面に行くバスに乗る 

方、あの賑わいを同じくということにはいきませんけど、私は取り戻し 

たいなというような思いは持っております。 

◯議長 はい、８番、横田正敏君。 

◯８番 ぜひその賑わいをですね取り戻す努力をしていただきたいと思いま 

す。金山町は結構答弁にもありますが刺身こんにゃく、煮くるみ、山椒 

ゆべし、他にもたくさんありますけど、この郷土料理をですね、どうや 
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って引き継いでいくかというのも私課題だと思うんですね。私過去に食 

品加工コンクールという仕事に携わったことがありまして、これは要す 

るに地域資源を活かした加工品の品評会を開催したことがあるんですけ 

ど、これをきっかけにですね、上田山菜加工所だったり山入の山菜加工 

所、あるいは川口駅前にあった無人販売で加工品を販売できるようにな 

ったんですね。でもそういったのもほとんどなくなりつつあって、この 

郷土料理、大変残念だと思うんですけども。こういったですね、ぜひこ 

の商品化に向けて努力することも大事だと思うんです。こういった地域 

の強みを活かした商品を作る、そして売り上げが増えれば雇用が生まれ 

る。そうすれば、こういった循環がうまくいくことで新たに人が移り住 

んでくるような大きな流れもできるのではないかと思うんですね。私は 

これが本当の地域活性化であり地方創生だと思うんですけども、ぜひこ 

こにはですね、やはり町職員の方のアイデアで私はそういったことでき 

ないものかと思うんですけども、いかがでしょうか。 

◯議長 はい、答弁、町長。 

◯町長 今横田議員の質問を聞いて私はちょっと昔を思い出しました。以前私 

が教育委員会に勤務していた当時、いわゆる郷土料理を絶やすことなく 

取り組みを進めた経過があります。いわゆる煮くるみ作りだとか山椒ゆ 

べしだとか、ここに書いてあるような料理を今名人と言われるような地 

元の人を招いて、その方を講師にして作り方を勉強したというような事 

業をやった経過がございますので、そういった部分で少しずつでもその 

技術、味、そういうのを継承していくような、ちっちゃなことではあり 

ますけれども、そういった取り組みももう一回仕切り直しの必要がある 

というふうに思います。教育委員会で発行している「金山の宝」の中に 

も、その郷土料理を紹介したページがあったというふうに私記憶してま 

すが、せっかく作った冊子ですからそういった部分は作って終わりでな 

くて、やっぱり現実的にそういった郷土料理が絶えてしまってからでは 

なかなか大変なので、原材料の確保も含めて。ですから、ちょっとした 

部分で、公民館あたりでコンクールまでいかなくても、そういった伝統 

料理を承継していくような事業も取り組む必要があるというふうに私は 

思っております。 

◯議長 はい、８番、横田正敏君。 

◯８番 よろしくお願いしたいと思います。モーニングショーの中でですね、 

テロップって言うんですか。そこにね、「自然の恵みが雇用を生む」と 

いうのがぱっと出たんですね。私繰り返して見てますから結構印象にあ 

るんですけど、すごいですよね、金山町は自然の恵みで雇用を生んでい 

るんですよ、町長。やはり若者を呼ぶためには、雇用を生むことが大切 

なんですよね。ここは結びつきます。それですね、先日私台湾プロモー 

ション事業で台湾に行ったときにですね、通訳の方にお世話になったん 

ですけど、先月ですかね、来町されまして、私のところにもおいでくだ 

さいまして、ご家族の方と結構長く話し合いをすることができたんです 

ね。台湾の方がなぜこの金山町を選ぶのかということなんですけども、 
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そんな難しいことではなくてやはりバイクとか車がとにかく少ない、少 

なくて、空気が綺麗なんですと。景色が綺麗で、開放感がある。さらに 

付け加えれば、日常のですね、ストレスであったり圧力が取り除かれ 

て、心の平穏がもたらされるとおっしゃったんですね。これ金山町にと 

ってみれば、自然はもう当たり前なもので最高のものですから、これを 

生かさない手はないと思うんですね。この金山町総合計画にも、もう一 

番最初に書いてあるんですね、これ。これの基本は、作った方わかると 

思うんですけど、町民憲章なんですね。この町民憲章の一番最初のタイ 

トルが何と書いてあるか。「自然を愛し、美しい町を作りましょう」と 

書いてあるんですね。まさしくこの実践をすることが、若者を呼び、雇 

用も生むのではないかと思うんですけど、町長いかがでしょうか。 

◯議長    はい、答弁、町長。 

◯町長     町民憲章の一文を紹介していただきましてありがとうございます。ま 

さにそういった部分を今求められているのではないか。都市部と同じよ 

うな部分を求めることなく、しかも、この景観を維持し、最低限の手入 

れをしながら景観を守っていく、それが来町者を増やすことに繋がり、 

そしてあらたななりわいの、なりわいを起こすことができる要素も出て 

くる。当然、そういった部分を大事にしながら、私は進めていくのは、 

これからの金山の進むべき道であろうというふうに考えております。 

◯議長 はい、８番、横田正敏君。 

◯８番 １回目の答弁でもありましたが、ほんの少し手を加えて魅力を上げら 

れるように、まさにこの通りだと思うので、よろしくお願いいたしま 

す。私最近ですね、生まれ育ったふるさと、この町を何とか良くしてで 

すね、やっぱり若い人ですね、若い世代に何とか繋いでいきたいという 

ことで、町職員の方に大変期待しているんですね。若い職員に会った際 

には、結構励ましているつもりでございます。やはり職員の皆さんはと 

にかく考えていただいて、工夫をしていただいて、とにかくやってみる 

と。そして、失敗なんか恐れないで、失敗すればやり直せばいいんで 

す。そしてやり直して駄目ならもう一度失敗して、もう一度工夫して、 

もう一度やればいいんですね。町長は職員にどういった期待を寄せられ 

ておりますか。 

◯議長 はい、答弁、町長。 

◯町長     はい、まさしく横田議員おっしゃる通りでございます。つい先日、県 

の自治研修センターから講師をお招きし、いわゆる定型的な研修でなく 

て、その講師に来られた方は元県職員で結構行政経験、幅広く経験され 

た方なので、役場職員、若手１４、５名だったかと思いますが、１時間 

２時間近くにわたって研修させていただきました。そのとき私もちょっ 

と覗かせていただきましたが、まさにその研修内容は、自分が県職員と 

して仕事を進めた経験をもとにしての上司のやり取り、あと、県民がど 

ういったものを求めているのか、そういった部分での仕事の進め方、そ 

して、上司との調整の仕方、そういった部分の研修でございましたの 

で、私は非常に良い研修だったというふうに思ってますから、当然これ 



57 

 

から金山を背負っていく職員でございますから、そういう場を積極的に 

提供しながら、参加をしてもらいながら、この金山町のこれからの活性 

化に気持ちを新たにして取り組んでいただくように職員には期待をして 

おりますし、私も精一杯、各課を特別声をかけなくても黙って巡ってみ 

たり、声をかけてみたりというようなことを意識してやっていますの 

で、そういった部分でちょっと具合の悪い職員であれば無理すんなよ 

と、やれるときはやれよというような部分で、大変昨今、職員に対する 

我々管理職の接しの仕方、表現の仕方、言葉の表現の仕方、非常に気を 

使わなくてはならないような世の中になりましたので、そういった部分 

にも相手の人権を尊重しながら、精一杯この町のために、町民のために 

仕事をすんだというような意識を持ってもらうようなことで、私は職員 

に期待をしているところではありますし、知識の足りない職員について 

は、そういった研修を通じて学んでもらうというような取り組みを精一 

杯努めていきたいというふうに思ってます。 

◯議長 はい、８番、横田正敏君。 

◯８番 ありがとうございます。さて、金山町はなぜスクラップアンドビルド 

が進まないんでしょうか。スクラップはですね、その単なる業務の整理 

や効率化ではないんですね。今の世の中そうなんですよ、私達の、金山 

町の自治というものをですね、どうやって再設計していくのかという、 

これを問われているんですね。今ですね、他の自治体財政難で、どうや 

ってこれから運営していったらいいかわからない自治体が結構出てきま 

したね。でも金山町は、しばらくはこの財政難にはならないのではない 

かと思うんですね。このスクラップアンドビルド、なかなか進まない。 

そうであるならばやはり民間の力を借りたらどうかという話なんです 

ね。デジタル化、今日も同僚議員お話しされましたけど、全然進んでま 

せんね。せめて窓口くらいあんな用紙に書かせないで、簡単なタブレッ 

トでぴょっぴょっぴょっと、このぐらいの感じで住民票とか何か取れる 

ような形にしていただきたいと思うんですけど、やはり民間の力をそこ 

も借りるしかない。私一番ここで申し上げたいのは個人の力でもいいん 

です。それは地域おこし協力隊であり、集落支援員なんです。ここをや 

はり人数を増やすべきではないでしょうか、町長。 

◯議長 はい、答弁、町長。 

◯町長 人材の確保になるわけですが、そういったデジタル化を進める中でそ 

ういった協力隊の募集をしている自治体もございますし、そういったデ 

ジタル化に明るい人を、常勤ではなくてもいわゆる指導を依頼して嘱託 

契約といいますか、そういうことでやっている町村もありますから、当 

然そういった部分を力を借りながらやらないと私は進まないというふう 

に思ってますので、午前中の総務課長の答弁にもございましたけれど 

も、やれるところからやってみる、ちっちゃなことでもやってみる、そ 

ういった部分で私はとにかくやってみる。そういった、例えばですが、 

各課で一つぐらい何かやってみるということを洗い出してもらって、そ 

れを実践してみると。これがうまくいけば、それを改良改良していくと 
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いうようなやり方もあるかと思いますので、そういった中でデジタル化 

は必要ではございます。単なるデジタル化は業務の効率化ばかりではご 

ざいません。最終目標とするのは、デジタル化によって空いた時間、い 

わゆる業務量が減った時間、それは最終的には対面で町民のところに、 

いわゆる現場主義ですね。そういった部分に割り振りをするというのが 

私は最終目的ではないのかなというふうに思ってますので、任期中精一 

杯取り組みを進めるようなことでやっていきたいなというふうに思って 

ますので、ご理解いただきたいと思います。 

◯議長 はい、８番、横田正敏君。 

◯８番     ぜひその各課一つデジタル化、これを合言葉に、よろしくお願いした 

いと思います。 

    最後の町長の出処進退についてでございますが、本当振り返れば町長は 

コロナ時期もあって大変だという時期を乗り越えられました。一番町長 

の私は素晴らしいのは、謙虚な姿勢ではないかと思っております。町民 

として我々議会の声を本当に素直に聞いていただいたなと思っておりま 

す。私もですね、最近議員をさせていただいていてですね、このご恩を 

ですね、やはり最後はお返ししたいと思っているんですけども、その地 

域のために何をどうして残したらいいか、大変今考えるようになりまし 

た。そんな中こんな名言があるんですけども。「お金を残すの者は下、 

仕事を残すものは中だ。そして人を残すものは上だ」という名言がある 

んですけども、結局人を育てることが大事だと言うんですけど、実はこ 

の名言さらに続きがありまして、「お金があるからこそ事業が成り立つ 

と、事業をやるからこそ人が育つんだ」ということなんですね。ですか 

ら私は、いろんな事業をこれからも提案しながら前向きにやっていきた 

いと思うんですけども、町長は何を残したら、残していきたいか、もし 

考えがあればお伺いいたします。 

◯議長 はい、答弁、町長。 

◯町長 私は残したい部分は、まずは、行政の仕事を担う職員、常に町民本位 

で仕事を進めていただきたいというような言葉を残していきたい。それ 

から、町民に向けては、やはり、お互い支え合いながら生きていく、こ 

ういった気持ちをさらに持っていただくということを期待したいという 

ふうに思っております。以上です。 

◯議長 はい、８番、横田正敏君。 

◯８番 その支え合いを残していくと、支え合いの町金山というのもあります 

が、こういった思いになるのは、町長として仕事をされていてどんなと 

ころから感じておられますか。 

◯議長 はい、答弁、町長。 

◯町長 ８年間にわたっていろいろ仕事をしてまいりました。自分の都合のい 

い事業については一生懸命取り組む、都合の悪い部分については興味を 

示さない、そういう町民意識がまだまだ金山にはあるというふうに私は 

感じてます。これは私個人の受け止め方です。そうではなくて、今の高 

齢者、私も高齢者でございますけれども、高齢者を支えていくのは今現 



59 

 

在金山にいる子育て世代なり若者でございます。そういった人たちに 

も、やっぱり優しい目を向けていただきたい。若い人たちにばっかりい 

ろんな支援をして町長は、という声も聞いたことがあります。そういう 

自分の方だけ良いというようなことを求めているような気持ちを持って 

いるようでは、私はこの金山は発展していかないんじゃないのかなと。 

やっぱりお互いそれぞれ若い人たちには、体気をつけて頑張れよ、俺等 

のこと支えてくれよ、と。そして、若い人たちが困ってるときはおらだ 

いだけで何とかできることがあれば手伝うぞ、というようなそういう社 

会になれば、私は非常に良いなというふうに最近つくづく思っておると 

ころでございます。 

◯議長 はい、８番、横田正敏君。 

◯８番 ありがとうございました。以上で終わります。 

◯議長  以上で、８番議員の一般質問を終わります。 

        以上で、一般質問を終わります。 

   


